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議案第  ４０  号  

 

 

流山市企業立地の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定

について  

 流山市企業立地の促進に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定する。  

平成３０年６月７日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  産科及び小児科の一般診療所の立地を促進するため、奨励措

置対象業種を拡大するとともに、立地企業等協力金の創設及び

奨励措置対象事業所の設置形態の拡大により、企業等の立地を

促進し、市民の雇用及び安心の増大並びに市内の企業等の事業

機会の拡大を図り、もって本市の産業の振興及び市民福祉の向

上に寄与するためである。  



流山市企業立地の促進に関する条例の一部を改正する条例 

流山市企業立地の促進に関する条例（平成１８年流山市条例第１７号）

の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

流山市企業等立地の促進に関する条例 

第１条中「立地企業」を「立地企業等」に、「企業の」を「企業等の」 

に、「の増大及び」を「及び安心の増大並びに」に改め、「振興」の次

に「及び市民福祉の向上」を加える。 

第 ２ 条 第 １ 号 中 「 の 行 わ れ て い る 」 を 「 を 行 う た め の 」 に 改 め 、

「 （ 商 業 施 設 を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 同 条 第 ２ 号 を 削 り 、 同 条 第 ３ 号 中

「企業」を「企業等」に改め、「営利を目的とした」を削り、同号を同

条第２号とし、同条第４号中「土地を取得し、若しくは賃借し、当該土

地に工場、研究所又は事業所（以下「事業所等」という。）」を「事業

所の用に供する建物」に、「新築して」を「新築し、又は賃借して」に

改め、同号を同条第３号とし、同条第５号中「立地企業」を「立地企業

等」に、「立地した企業」を「立地をした企業等」に改め、同号を同条

第４号とし、同号の次に次の１号を加える。 

（５）立地企業等協力者 立地企業等に対して、自己の所有する土地又

は建物を賃貸する者をいう。 

第２条第６号中「家屋及び償却資産（」を「建物及び償却資産（それ 

ぞれ」に、「第３４１条に規定するもの」を「第３４１条第２号、第３

号及び第４号に規定する土地、家屋及び償却資産」に改め、同条第８号 

中「のうち、本市に住所を有する期間が１年以上のもの」を「をいう。」

に改める。 

第３条第１号中「企業立地促進奨励金」を「企業等立地促進奨励金」

に改め、同条第３号を同条第４号とし、同条第２号を同条第３号とし、

同条第１号の次に次の１号を加える。 

（２）立地企業等協力金の交付 

第１３条を第１６条とする。 

第１２条中「適用企業の事業」を「交付対象者の地位」に改め、同条

を第１５条とする。 

第１１条中「適用企業」を「交付対象者」に改め、同条を第１４条と

する。 



第１０条中「関し」を「ついて」に改め、同条を第１３条とする。 

第９条中「企業（以下「適用企業」を「立地企業等及び立地企業等協

力 者 （ 以 下 「 交 付 対 象 者 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 中 「 第 ４ 条 第 ３ 項 」 を

「第５条及び第６条」に改め、同条第３号中「第４条第３項」を「第５

条及び第６条」に、「事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は事業

所等」を「立地企業等」に改め、同条を第１２条とする。 

第８条を第１１条とする。 

第７条中「第３条に規定する奨励措置の適用を受けようとする企業」

を「第３条第１号、第３号及び第４号に規定する奨励措置を受けようと

する立地企業等又は同条第２号に規定する奨励措置の適用を受けようと

する立地企業等協力者」に改め、同条を第１０条とし、同条の前に次の

１条を加える。 

（適用除外） 

第９条 第５条第１項第２号の規定は、第４条第１項第１号アに該当す

る事業所については、適用しない。 

２  第５条第２項の規定は、事業所の用に供する建物を賃借して立地を

した場合及び第４条第１項第１号カに該当する事業所については、適

用しない。 

３  第６条の規定は、第４条第１項第１号アに該当する事業所の用に供

する建物の賃貸については、適用しない。 

第６条第１項を削り、同条第２項中「環境配慮型設備設置費助成金」

を「第３条第４号の環境配慮型設備設置費助成金」に改め、同項各号を

次のように改める。 

（１）太 陽 光 発 電 設 備 設 置 費 助 成 金  当 該 設 備 の 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル

の出力値１キロワット当たり５万円とし、１００万円を限度とする。 

（２）雨水利用設備設置費助成金 当該設備の有効貯水量１立方メート

ル当たり５万円とし、１００万円を限度とする。 

第６条第２項を同条第１項とし、同条第３項中「環境配慮型設備設置

費助成金の交付」を「前項の環境配慮型設備設置費助成金」に、「前項

各号」を「同項各号」に改め、「区分ごとに」の次に「同一の設備につ

いて」を加え、同項を同条第２項とし、同条を第８条とする。 

第５条第１項を削り、同条第２項中「雇用奨励金」を「第３条第３号

の雇用奨励金」に、「の奨励金額２０万円に当該従業員の数を乗じた額



（その額が６００万円を超えるときは、６００万円）」を「２０万円と

し、６００万円を限度」に改め、同項を同条第１項とし、同条第３項中

「雇用奨励金」を「前項の雇用奨励金」に改め、同項を同条第２項とし、

同条を第７条とし、同条の前に次の１条を加える。 

（立地企業等協力金） 

第６条 第３条第２号の立地企業等協力金の額は、立地企業等協力者が

立地企業等に対して賃貸した当該土地、家屋及び償却資産（立地の際

に当該土地又は建物に付属するものに限る。）の固定資産税及び都市

計画税の収納額に相当する額とし、立地をした日の属する年の翌年の

４月１日から起算して３年間とする。 

２  前項の立地企業等協力金は、同一の土地、建物及び償却資産に対し

ては、前項に規定する期間に限り交付する。 

第４条の見出し中「企業立地促進奨励金」を「企業等立地促進奨励金」 

に 改 め 、 同 条 第 １ 項 を 削 り 、 同 条 第 ２ 項 中 「 企 業 立 地 促 進 奨 励 金 」 を

「第３条第１号の企業等立地促進奨励金」に改め、「当該事業所等」を

「当該土地、家屋及び償却資産」に、「額とする」を「額とし、次の各

号に掲げる区分に応じ、交付する」に改め、同項に次の各号を加える。 

（１）当該事業所の用に供する建物を取得し、又は新築した場合は、立

地をした日の属する年の翌年の４月１日から起算して５年間とする。 

（２）当該事業所の用に供する建物を賃借した場合は、立地をした日の

属する年の翌年の４月１日から起算して３年間とする。 

第４条第２項を同条第１項とし、同項の次に次の１項を加える。 

２  当該事業所が本社の機能を有する場合においては、前項の企業等立

地促進奨励金を交付する期間は、同項各号に規定する期間にかかわら

ず、同項各号による区分に応じ、立地をした日の属する年の翌年の４

月１日から起算して７年間とする。 

第４条第３項を削り、同条を第５条とする。 

第３条の次に次の１条を加える。 

（交付要件） 

第４条 前条第１号の企業等立地促進奨励金の交付を受けようとする企

業等は、次の各号に掲げる要件（第１号カに掲げるものにあっては、

第２号及び第３号に掲げる要件を除く。）を全て満たさなければなら

ない。 



（１）立地企業等であり、次に掲げる事業所の立地を行うものであるこ

と。 

ア  規則で定める産業の分類（以下「産業分類」という。）が製造

業である事業の用に供する工場としての事業所 

イ  産業分類が総合工事業である事業の用に供する事業所 

ウ  産業分類が情報通信業である事業の用に供する事業所 

エ  産業分類が学術研究、専門・技術サービス業である事業の用に

供する事業所 

オ  バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、ロボット等の先端技

術関連業務である事業の用に供する事業所 

カ  産業分類が一般診療所のうちの産科又は小児科である事業の用

に供する事業所 

キ  その他特に産業の振興又は市民福祉の向上に寄与すると市長が

認める事業所 

（２）次に掲げるいずれかの市内の適地に立地をしていること。 

ア  都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条に規定する市

街化区域 

イ  アに掲げる区域以外の市内の区域であって、工場を中心とする

事業所が集積するものとして市長が認めた区域 

（３）当該事業所に係る投下固定資産額が１億円以上で、常時雇用従業

員が１０人以上であること。 

（４）国税、都道府県税及び市町村税を完納していること。 

２  前条第２号の立地企業等協力金の交付を受けようとする立地企業等

協力者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たさなければならない。 

（１）前項の交付要件を満たした立地企業等に対して、その所有する土

地又は建物を当該立地企業等の事業の用に供するために賃貸するこ

と。 

（２）前項第４号に掲げる要件 

３  前条第３号の雇用奨励金の交付を受けようとする立地企業等は、次

の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。 

（１）第１項第１号、第２号及び第４号に掲げる要件 

（２）当該事業所に新規雇用従業員（雇用奨励金の申請時において本市

に継続して１年以上住所を有するものに限る。）を５人以上雇用し



ていること。 

４  前条第４号の環境配慮型設備設置費助成金の交付を受けようとする

立地企業等は、次の各号に掲げる要件の全てを満たさなければならな

い。 

（１）第１項第１号、第２号及び第４号に掲げる要件 

（２）立地をした日までに、当該事業所に太陽光発電設備又は雨水利用

設備を設置していること。 

附  則  

（施行期日） 

１  この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２  この条例による改正後の流山市企業等立地の促進に関する条例の規

定は、この条例の施行の日以後の立地について適用し、同日前の立地

については、なお従前の例による。 

 

 



議案第  ４１  号  

 

 

   流山市税条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  平成３０年６月７日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）の規定に

より市が作成した導入促進基本計画に基づき行われた中小企業

の一定の設備投資について、償却資産に係る固定資産税の特例

措置を創設するためである。  

 

 

 

 

  



流山市税条例の一部を改正する条例  

流山市税条例（昭和２６年流山市条例第８号）の一部を次のように改

正する。  

附則第５条の３第１８項を同条第１９項とし、同条第１７項の次に次

の１項を加える。  

１８  法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は、

ゼロとする。  

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 



議案第 ４２  号  

 

 

工事請負契約の締結について 

市は、次の工事請負契約を締結する。 

平成３０年６月７日提出 

流山市長  井  崎  義  治  

 

 

１  契 約 の 名 称  おおたかの森小学校区新学童クラブ創設工事 

（建築工事） 

２  契 約 の 方 法  一般競争入札 

３  契 約 の 金 額  ２４９，４８０，０００円 

４  契 約 の 相 手 方  流山市南流山３丁目１０番地の１６ 

          サンコーテクノ株式会社 

          代表取締役 洞下  英人  

           



参考資料  

 

おおたかの森小学校区新学童クラブ創設工事（建築工事）概要  

 

１ 工事場所 流山市市野谷６２１番地の１  

 

２ 概   要  

（１）工 事 概 要 おおたかの森小学校区新学童クラブ創設工事  

（２）構 造 ・ 規 模 鉄骨造  

地上３階建て  

保育室１０室  

（３）敷 地 面 積   ８２１．９２平方メートル  

（４）建 築 面 積   ４１７．０５平方メートル  

（５）延 べ 床 面 積 １，２０８．８０平方メートル  

 

３ 工   期  議会の議決の日の翌日から平成３１年３月１５日まで  

 

４ 設   計  松戸市南花島１丁目５番地の１１  

       株式会社鈴木建築設計事務所  

 

５ 施   工  流山市南流山３丁目１０番地の１６  

       サンコーテクノ株式会社  

           

６ 工 事 費 ２４９，４８０，０００円  

（消費税及び地方消費税を含む。）  

 



会 社 名

自 己 資 本 額

許 可 年 月 日
及 び 番 号

営 業 種 目

代 表 者

区　　　分 官　公　庁 民　　　間 合　　　計

平成２９年３月期 0 1,577,981 1,577,981

平成３０年３月期 307,090 2,032,863 2,339,953

（単位：千円） 平　　　均 153,545 1,805,422 1,958,967

　工 事 名

  発 注 者 流山市

  工事金額

  工　　期

  受注形態 共同企業体方式による構成員

　工 事 名

  発 注 者 流山市

過去の主な工事経歴   工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

　工 事 名

  発 注 者 流山市

  工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

平成26年9月12日
　国土交通大臣許可（ 特－26　）第17407号

建設工事等の施工、建設資材、複合財、各種測定器の企画開発・製造・販売等

代表取締役　洞下　英人

業    者    経    歴    表

サンコーテクノ株式会社

９,６５１,８３５千円　　　(資本金額　７６８,５９０千円）

所 在 地 本　　　社 流山市南流山３丁目１０番地の１６

過去２か年の年間平
均完成工事高

流山市立南流山小学校校舎増築工事(建築工事）

８２５,１２０,０００円

平成２８年１０月５日～平成３０年２月２８日

流山市立向小金小学校校舎及び学童クラブﾞ増築工事

１５３,９００,０００円

平成２６年６月１１日～平成２７年３月１５日

流山市立東深井小学校校舎増築工事

１６５,９５５,０００円

平成２４年６月２８日～平成２５年３月２０日

 土木、大工、とび・土工、屋根、鋼構造物、ほ装、塗装、内装仕上げ、建具工事業
 建築、左官、石、ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ、鉄筋、板金、防水、熱絶縁、水道施設工事業



おおたかの森小中学校
市野谷調整池

三輪野山近隣公園

茂呂神社

おおたかの森南口公園

東
武ア

ー
バ

ン
パ

ー
ク

ラ
イ

ン

流山おおたかの森駅

流山市上下水道局

流山おおたかの森Ｓ・Ｃ

つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス

真 北

おおたかの森小学校区新学童クラブ

工事名称

工事場所

工事名称

おおたかの森小学校区新学童クラブ創設工事（建築工事）

流山市市野谷621番地の1

流山市市野谷６２１番地の１

位 置 図

新市街地地区（Ｂ６２）
土地区画整理事業
　街区番号

新市街地地区一体型特定土地区画整理事業

新市街地地区土地区画整理促進区域

土地区画整理事業区域

土地区画整理促進区域

つくばエクスプレス沿線整備区域

景観計画区域

市街化区域

景観計画重点区域

景観計画区域

その他の地域地区

接 道 法第42条第１項第１号道路（Ｂ８６）

流山都市計画区域内

区域区分

 ４９３．１５　㎡

１，６４３．８４　㎡許容延床面積

許容建築面積

最高高さ１０ｍ以上　３時間／２時間（地盤面+４．０ｍ）日影規制

第一種高度地区（12ｍ）高度地区

指定なし防火地域

２００　％容 積 率

６０　％建ぺい率

第一種中高層住居専用地域用途地域

８２１．９２　㎡敷地面積

敷地状況

都市計画区域

新築工事工事種別

学童クラブ（児童福祉施設）主要用途

建物面積表

建築面積

１階床面積

２階床面積

３階床面積

延べ床面積

建ぺい率

容 積 率

 ４０１．４６　㎡

構造・規模

耐火建 築物
準耐火建築物

耐火建築物

構造・規模 鉄骨造　地上３階建

建物高さ

２階・階構成

１階・階構成

３階・階構成

設計概要

ポーチ、玄関、児童玄関、指導員室、ロッカー室、休養室、キッチン、洗濯室、倉庫、多目的トイレ、
男子トイレ、女子トイレ、水飲場、階段室、廊下、保育室（２室）

キッチン、倉庫、男子トイレ、女子トイレ、水飲場、階段室、廊下、保育室（４室）

キッチン、倉庫、男子トイレ、女子トイレ、水飲場、階段室、廊下、保育室（４室）

 ４０３．６７　㎡

 ４０３．６７　㎡

１，２０８．８０　㎡

１，２０８．８０／８２１．９２×１００＝１４７．０７　％

 ４１７．０５　㎡

 ４１７．０５／８２１．９２×１００＝　５０．７４　％

９．９２　ｍ

法22条指定区域
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　駐車場
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芝張 芝張芝張

高木高木高木

緑地

設計ＧＬ=21.0

最高高：9.92m

法42条第１項第１号道路（B86）

20.6

駐輪ｽﾍﾟｰｽ
（10台）

21.06

21.06

20.7 20.7

21.2

21.1

21.021.0

21.2

21.5 21.5

21.0

21.0
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道路境界線

緑地
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４

UP

21.8

21.8

20.7

20.720.720.7
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21.1
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21.8

20.7

19.9

20.020.520.6

20.8

21.121.0

21.8

21.9

22.0
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2FL=22.0

Ｄ Ｃ Ｂ

２

１

２

１

11
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56

46
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97

道路境界線 50,175

隣
地

境
界

線

11,634 51,56
5

22,500
隣
地
境
界
線

20,245

隣
地
境
界
線

面 積計 算 式

２

１ ×

×

単位＝㎡敷地面積表

51.565

51.565

11.634

20.245

599.90721

1043.933425

1643.840635倍面積　計

敷地面積 821.92

駐輪ｽﾍﾟｰｽ
（10台）

道路斜線検討（みなし境界線）

配置図　S=1／100

敷地求積図　S=1／200

(屋根無)

(屋根無)

(屋根無)

真
北
方
向

真
北
方
向

北
側
斜
線
：
明
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に
離
れ
て
い
る
為
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略
す
る
。

北
側
斜
線
：
明
ら
か
に
離
れ
て
い
る
為
省
略
す
る
。

道路斜線検討（A-45）記入
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新設アスファルト舗装

新設アスファルト舗装

新設アスファルト舗装
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新設アスファルト舗装
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２階　平面図１階　平面図

保育室６
(66.0㎡)

保育室５
(66.0㎡)

保育室４
(66.0㎡)

保育室３
(66.0㎡)

保育室１
(66.0㎡)

保育室２
(66.0㎡)

児童用玄関

多目的トイレ
 （5.26㎡） 洗濯室

（3.3㎡）

　倉庫
（6.0㎡）

　 倉庫
（10.48㎡）

冷 蔵
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ｸ
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DN

階段室

DN
UP

UP

２１１ ２

U
P

 キッチン
（9.5㎡）

食器戸 棚

冷蔵

傘立

 指導員室
 (30.5㎡)

物干スペース

物干スペース

UP

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ａ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ｅ

Ａ

１ ２ ２１４ ４３３

学童入口

移動間仕切壁

移動間仕切壁

移動間仕切壁

延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
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  休養室
（13.76㎡）

ロッカー室
 (7.74㎡)
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水飲場

ｶｳﾝﾀｰ

消火器

消火器
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配管ﾋﾟｯﾄ

緑地
(芝)
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(芝)
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21.15

21.13

GL=21.00

20.70

21.08

21.10

21.06

20.7021.06

DN

ﾊﾝ
ｶﾞ

ｰﾌ
ｯｸ

ﾊﾝ
ｶﾞ

ｰﾌ
ｯｸ

ﾊ
ﾝ
ｶﾞ

ｰﾌ
ｯｸ

ﾊ
ﾝ
ｶﾞ

ｰﾌ
ｯｸ

延焼のおそれのある部分
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フ
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ン
ス

手摺
21.08

21.10

ポーチ

エノキ低木：ﾌｲﾘｱｵｲ

低木

高木

低木

低木

高木

低木

低木

高木

低木

低木

低木

高木

低木

低木

高木

低木

下
足

箱

　 倉庫
（5.72㎡）

PS

PS

男子トイレ
（14.55㎡）

女子トイレ
（17.12㎡）

女子トイレ
（17.12㎡）

男子トイレ
（14.55㎡）

PS

PS

●
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●

■ ■

■■

■■

■

■

■

●

●●

●

SK

水飲場

SK

水飲場

消火器ボックスを示す。

避難ﾊｯﾁ（SUS製）を示す。

消火器

床下点検口：ｱﾙﾐ製600角を示す。
SUS製ﾀﾗｯﾌﾟ：W400xφ22　3箇所

掲示板 掲 示板ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

掲 示板 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ掲示 板

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 掲 示板掲示板

掲示板 掲 示板ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

掲示 板 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

下
足

箱

下
足

箱

LGS W65＠450下地、
GB-F両面張t=12.5+12.5

FP060NP-0174

FP060NP-0175

LGS W65＠450ﾁﾄﾞﾘ下地
（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg/m3 t=50充填） 
GB-Fﾞ両面張t=12.5+12.5

ｽﾛｰﾌﾟ(勾配1/12)

　流し台ｾｯﾄ(L2500、IHﾋﾞﾙﾄｲﾝ)

　流し台ｾｯﾄ(L2500、 IHﾋﾞﾙﾄｲﾝ)

 キッチン
（9.71㎡）

■

下 足箱

下
足

箱

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

消火器

消火器

緊急車両用
　駐車場
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傘
立
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（10台）
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（10台）
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門
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K

K

K

敷地境界杭を設置する。K

ピクトサイン：200角・突出型
ピクトサイン：200角・平付型

●
■

駐車場白線引
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避難器具位置表示（床・壁面：表示板共） ハッチ上蓋周囲離隔150以上確保

避難ハッチ式救助袋（下扉：この下に物を置かない表示）

避難口表示板

真
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消火器ボックスを示す。

避難ﾊｯﾁ（SUS製）を示す。

消火器

床下点検口：ｱﾙﾐ製600角を示す。
SUS製ﾀﾗｯﾌﾟ：W400xφ22　3箇所
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RD：鋳鉄製横引75φ用

RD：鋳鉄製横引75φ用

RD：鋳鉄製縦型75φ用
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ハッチ上蓋周囲離隔150以上確保

避難ハッチ式救助袋（下扉：この下に物を置かない表示）

チェーン（取外可）
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議案第  ４３  号  

 

 

   財産の取得について  

 市は、次の財産を取得する。  

  平成３０年６月７日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

１  取得する財産  消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）  １台  

２  取 得 目 的  消防自動車の更新  

３  取 得 金 額  ４９，１４０，０００円  

４  取得の相手方  東京都台東区浅草橋５丁目４番２号  横山ビル  

          ジーエムいちはら工業株式会社  東京営業所  

          所長  真舘  知誉  

５  契 約 方 法  指名競争入札   

 



 

消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）概要  

 

１  型   式    消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）  

３トン級シャーシ、ハイルーフダブルキャブ、低床式  

２  規   格    全長６，１００ミリメートル×全幅１，９００ミリ  

メートル×全高３，０００ミリメートル  

３  エンジン出力  １１０ＫＷ（１５０）ＰＳ程度  

４  駆   動    ４輪駆動方式  

５  乗車人員    ５名  

６  主な車両装備品及び付属品  

（１）ＬＥＤ赤色警光灯  

（２）モーターサイレン  

（３）空気呼吸器一式  

（４）照明器具一式  

（５）三連梯子  

（６）一連梯子  

（７）ホースカー  

（８）救助ロープ（１２ミリメートル×２００メートル）  

（９）電池式油圧救助器具（スプレッダー）  

（１０）電池式油圧救助器具（カッター）  

（１１）電池式油圧救助器具（ラムシリンダー）  

（１２）エアーソー  

（１３）エンジンカッター  

（１４）チェーンソー  

（１５）マット型空気ジャッキ  

（１６）可搬式ウインチ（チルホール）  

（１７）充電式レシプロソー  

７  履行期間    議会の議決の日の翌日から２１０日  



会 社 名

代 表 者

自 己 資 本 の 額

平成２８年３月期

平成２９年３月期

平　　　均

物 品 名

発 注 者

契 約 金 額

納入年月日

物 品 名

発 注 者

契 約 金 額

納入年月日

物 品 名

発 注 者

契 約 金 額

納入年月日

物 品 名

発 注 者

契 約 金 額

納入年月日 平成２９年２月２４日

小田原市

３７,７５９,３００円

平成２９年２月２８日

消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）の製造

市川市

４２，９８４，０００円

過去２か年の主な
販売実績

災害対応特殊消防ポンプ自動車（ＣＤ-Ⅰ型）

小田原市

３０,９９３,７７３円

平成３０年３月１６日

ＣＤ－Ⅰ型消防ポンプ自動車

銚子市

３３,９４８,５５０円

平成３０年１月１０日

消防ポンプ自動車

主な取扱商品及び
事業内容

（１）消防ポンプ自動車製造・特殊消防ポンプ自動車製造販売
（２）消防用機材及び部品等の製造販売・消防用車両修理及びアフ
    ターサービス

過去２か年の年間
平均販売実績高

　１,７２８,９６０千円

　１,７８８,１０６千円

　１,７５８,５３３千円

業    者    経    歴    表

ジーエムいちはら工業株式会社

代表取締役　光 野　幸 子

２,９７５,２８６千円　　(資本金額　　４,９５０千円）　　　　　　　　　　　　　

所 在 地

本　　　社 栃木県鹿沼市樅山町上原２６７番地

営 業 所 等
東京営業所（東京都台東区浅草橋５丁目４番２号　横
山ビル）ほか３営業所



 

 

議案第  ４４  号  

 

 

  専決処分の承認を求めることについて  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、  

承認を求める。  

 平成３０年６月７日提出  

 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号）

が平成３０年３月３１日に公布され、同年４月１日等をもって

施行されたことに伴い、平成３０年度以後の市民税、固定資産

税、市たばこ税等の賦課等について特に緊急を要したため、平

成３０年３月３１日付けで専決処分したので、その承認を求め

るためである。  

  



 

 

専  決  処  分  書  

 

流山市税条例等の一部を改正する条例の制定について、地方自治法 

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分する。  

 平成３０年３月３１日  

流山市長   井  崎  義  治    



 

 

流山市税条例等の一部を改正する条例  

（流山市税条例の一部改正）  

第１条  流山市税条例（昭和２６年流山市条例第８号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 第１９条中「第４５条第３項」を「第４５条第５項」に、「第４７

条の２」を「第４７条の２第１項及び第４項」に、「及び」を「並び

に」に改める。  

 第２２条第１項中「によって」を「により」に改め、同条第３項中

「この節」の次に「（第４５条第１０項から第１２項までを除く。）」

を加える。  

 第２３条第１項中「によって」を「により」に改め、同項第２号中

「１２５万円」を「１３５万円」に改め、同条第２項中「控除対象配

偶者」を「同一生計配偶者」に改め、「得た金額」の次に「に１０万

円を加算した金額」を加える。  

 第３０条第２項中「当該」を「同表の」に改める。  

 第３３条の２中「扶養控除額を、」の次に「前年の合計所得金額が

２，５００万円以下である」を加える。  

 第３３条の６中「所得割の納税義務者」を「前年の合計所得金額が

２，５００万円以下である所得割の納税義務者」に改め、同条第１号

ア及び第２号ア中「においては」を「には」に改める。  

  第３５条の２第１項中「の者」を「に掲げる者」に改め、同項ただ

し書中「によって」を「により」に改め、「配偶者特別控除額」の次

に「（所得税法第２条第１項第３３号の４に規定する源泉控除対象配

偶者に係るものを除く。）」を加え、同条第２項中「によって」を

「により」に、「第２条第２項ただし書」を「第２条第４項ただし書」

に改め、同条第４項中「によって」を「により」に、「においては」

を「には」に改め、同条第５項中「によって」を「により」に、「に

おいては」を「には」に、「、第１項」を「、同項」に改め、同条第

６項から第８項までの規定中「においては」を「には」に、「の者」

を「に掲げる者」に改める。  

  第４４条の３中「（以下この節」を「（次条第１項」に改める。  

 第４４条の５第１項中「においては」を「には」に、「以下この節」

を「次条第２項」に改め、同条第３項中「第４４条の５第１項」と」



 

 

の次に「、「の特別徴収義務者」とあるのは「（同項に規定する年金

所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。）の特別徴収義務者」

と」を加える。  

 第４５条第１項中「による申告書」の次に「（第１０項及び第１１

項において「納税申告書」という。）」を加え、同条第７項中「第４７

条の２第２項」を「第４７条の２第４項」に改め、同項を同条第９項

とし、同条第６項を同条第８項とし、同条第５項中「第３項の場合」

を「第５項の場合」に改め、同項を同条第７項とし、同条第４項を同

条第６項とし、同条第３項中「第５項第１号」を「第７項第１号」に

改め、同項を同条第５項とし、同条第２項中「法の施行地に本店若し

くは主たる事務所若しくは事業所を有する法人」を「内国法人」に、

「第３２１条の８第２４項」を「第３２１条の８第２６項」に、「前

項」を「第１項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に

次の２項を加える。  

２  法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人

（以下この条において「内国法人」という。）が、租税特別措置法

第６６条の７第４項及び第１０項又は第６８条の９１第４項及び第

１０項の規定の適用を受ける場合には、法第３２１条の８第２４項

及び令第４８条の１２の２に規定するところにより、控除すべき額

を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。  

３  内国法人が、租税特別措置法第６６条の９の３第４項及び第１０

項又は第６８条の９３の３第４項及び第１０項の規定の適用を受け

る場合には、法第３２１条の８第２５項及び令第４８条の１２の３

に規定するところにより、控除すべき額を第１項の規定により申告

納付すべき法人税割額から控除する。  

 第４５条に次の３項を加える。  

１０  法第３２１条の８第４２項に規定する特定法人である内国法人

は、第１項の規定により、納税申告書により行うこととされている

法人の市民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第

４２項及び施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべ

きものとされている事項（次項において「申告書記載事項」とい

う。）を、法第７６２条第１号に規定する地方税関係手続用電子情

報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構（第１２項において



 

 

「機構」という。）を経由して行う方法その他施行規則で定める方

法により市長に提供することにより、行わなければならない。  

１１  前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載

事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、この

条例又はこれに基づく規則の規定を適用する。  

１２  第１０項の規定により行われた同項の申告は、法第７６２条第

１号の機構の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）に備え

られたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。  

第４７条の２第１項及び第２項中「によって」を「により」に改め、

同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。  

２  第４５条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。こ

の場合において、同条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲

げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第

３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更正があるべきこと

を予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第４８条の１６

の２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限

る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税

額の納付があった日（その日が第４７条の２第１項の法人税額の課

税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である

場合には、同日）から第４７条の２第１項の申告書の提出期限まで

の期間」と読み替えるものとする。  

３  第４６条第４項の規定は、第１項の延滞金額について準用する。

この場合において、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に

掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人につ

いてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第４８条の

１５の５第４項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間

に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべ

き税額の納付があった日（その日が第４７条の２第１項の法人税額

の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前で

ある場合には、同日）から同条第１項の申告書の提出期限までの期

間」と読み替えるものとする。  

  第４７条の２に次の２項を加える。  

５  第４５条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。こ  



 

 

の場合において、同条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に

掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が

法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更正があるべ

きことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第４８

条の１６の２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げ

る期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により

納付すべき税額の納付があった日（その日が第４７条の２第４項

の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経

過した日より前である場合には、同日）から第４７条の２第４項

の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。   

６  第４６条第４項の規定は、第４項の延滞金額について準用する。

この場合において、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に

掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人につ

いてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第４８条の

１５の５第４項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間

に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべ

き税額の納付があった日（その日が第４７条の２第４項の連結法人

税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より

前である場合には、同日）から同条第４項の申告書の提出期限まで

の期間」と読み替えるものとする。  

 第４８条第６項中「第１０条の２の１０」を「第１０条の２の１２」

に改める。  

第８２条を第８２条の２とし、第２章第４節中同条の前に次の１条

を加える。  

（製造たばこの区分）  

第８２条  製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ

代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状に

よるものとする。  

（１）喫煙用の製造たばこ  

   ア  紙巻たばこ  

   イ  葉巻たばこ  

   ウ  パイプたばこ  

   エ  刻みたばこ  



 

 

   オ  加熱式たばこ  

（２）かみ用の製造たばこ  

（３）かぎ用の製造たばこ  

第８３条の次に次の１条を加える。  

（製造たばことみなす場合）  

第８３条の２  加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気とな

るグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの（た

ばこ事業法第３条第１項に規定する会社（以下この条において「会

社」という。）、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気

となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの

を製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱に

より蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡

したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その

他これらに準ずる者として施行規則第８条の２の２で定める者によ

り売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限

る。以下この条及び次条第３項第１号において「特定加熱式たばこ

喫煙用具」という。）は、製造たばことみなして、この節の規定を

適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製

造たばこの区分は、加熱式たばことする。  

  第８４条第１項中「第８２条第１項」を「第８２条の２第１項」に

改め、「消費等」の次に「（以下この条及び第８８条において「売渡

し等」という。）」を加え、同条第２項中「前項の製造たばこ」の次

に「（加熱式たばこを除く。）」を加え、「喫煙用の紙巻たばこ」を

「紙巻たばこ」に、「当該右欄」を「同表の右欄」に改め、同項後段

を削り、同項の表第１号ア中「パイプたばこ」を「葉巻たばこ」に改

め、同号イ中「葉巻たばこ」を「パイプたばこ」に改め、同条第４項

中「前項」を「前２項」に改め、「関し、」の次に「第４項の」を、

「重量」の次に「又は前項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの

重量」を加え、同項を同条第６項とし、同項の前に次の１項を加える。  

 ５  第３項第２号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たば

この本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式

たばこの品目ごとの１個当たりの重量（同号に規定する加熱式た

ばこの重量をいう。）に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗



 

 

じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算

する方法により行うものとする。  

  第８４条第３項中「前項」を「第２項」に改め、「の重量を」の次

に「紙巻たばこの」を加え、「場合の」を「場合又は第３項第１号に

掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの

本数に換算する場合における」に、「第８２条第１項の売渡し又は同

条第２項の売渡し若しくは消費等」を「売渡し等」に、「同欄に掲げ

る」を「第８２条に掲げる」に、「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻た

ばこ」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を

加える。  

３  加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げ

る方法により換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した

紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方法により換算した紙巻たばこ

の本数に０．２を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲

げる方法により換算した紙巻たばこの本数に０．２を乗じて計算し

た紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。  

 （１）加熱式たばこ（特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。）の重量の

１グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法  

（２）加熱式たばこの重量（フィルターその他の施行規則第１６条の

２の２で定めるものに係る部分の重量を除く。）の０．４グラム

をもって紙巻たばこの０．５本に換算する方法  

 （３）次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金

額の紙巻たばこの１本の金額に相当する金額（所得税法等の一部

を改正する法律（平成３０年法律第７号）附則第４８条第１項第

１号に定めるたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に

伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（平成１０年

法律第１３７号）第８条第１項に規定するたばこ特別税の税率、

法第７４条の５に規定するたばこ税の税率及び法第４６８条に規

定するたばこ税の税率をそれぞれ１，０００で除して得た金額の

合計額を１００分の６０で除して計算した金額をいう。第８項に

おいて同じ。）をもって紙巻たばこの０．５本に換算する方法  

ア  売渡し等の時における小売定価（たばこ事業法第３３条第１

項又は第２項の認可を受けた小売定価をいう。）が定められて



 

 

いる加熱式たばこ  当該小売定価に相当する金額（消費税法

（昭和６３年法律第１０８号）の規定により課されるべき消費

税に相当する金額及び法第２章第３節の規定により課されるべ

き地方消費税に相当する金額を除く。）  

イ  アに掲げるもの以外の加熱式たばこ  たばこ税法（昭和５９

年法律第７２号）第１０条第３項第２号ロ及び第４項の規定の

例により算定した金額  

第８４条に次の４項を加える。  

７  第３項第３号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又は

イに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、

売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの同号ア又は

イに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た

金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法によ

り行うものとする。  

８  前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの第３

項第３号アに定める金額又は紙巻たばこの１本のたばこ税に相当す

る金額に１銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるも

のとする。  

９  第３項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項

に規定する数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に１本未満の端数

がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。  

１０  前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な

事項は、施行規則で定めるところによる。  

第８５条中「５，２６２円」を「５，６９２円」に改める。  

第８６条第３項中「第８２条」を「第８２条の２」に改める。  

第８８条中「第８２条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若し

くは消費等」を「売渡し等」に改める。  

 附則第１条の２第１項中「第４５条第３項」を「第４５条第５項」

に改め、同条第２項中「第４７条の２」を「第４７条の２第１項及び

第４項」に、「同条」を「これら」に改める。  

 附則第１条の２の２第１項中「第４７条の２に」を「第４７条の２

第１項及び第４項に」に、「同項」を「前条第２項」に、「同条」を

「これらの規定」に改める。  



 

 

附則第１条の３第１項中「得た金額」の次に「に１０万円を加算し

た金額」を加える。  

附則第５条の３第１項中「３分の１」を「２分の１」に改め、同条

第３項を削り、同条第４項中「附則第１５条第２項第７号」を「附則

第１５条第２項第６号」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項

を同条第４項とし、同条第６項を同条第５項とし、同項の次に次の１

項を加える。  

６  法附則第１５条第３２項第１号ハに規定する設備について同号に

規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。  

附則第５条の３第１０項から第１４項までを４項ずつ繰り下げ、同

条第９項中「附則第１５条第３２項第２号ハ」を「附則第１５条 第 

３２項第３号ハ」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第８項中

「附則第１５条第３２項第２号ロ」を「附則第１５条第３２項第３号

ロ」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第７項中「附則第１５条

第３２項第２号イ」を「附則第１５条第３２項第３号イ」に改め、同

項を同条第１１項とし、同項の前に次の４項を加える。  

７  法附則第１５条第３２項第１号ニに規定する設備について同号に

規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。  

８  法附則第１５条第３２項第１号ホに規定する設備について同号に

規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。  

９  法附則第１５条第３２項第２号イに規定する設備について同号に

規定する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。  

１０  法附則第１５条第３２項第２号ロに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。  

附則第５条の４第３項を削り、同条第４項中「附則第１５条の８第

３項」を「附則第１５条の８第１項」に改め、同項第２号中「附則第

１２条第１７項」を「附則第１２条第８項」に改め、同項を同条第３

項とし、同条第５項中「附則第１５条の８第４項」を「附則第１５条

の８第２項」に、「附則第１２条第２１項第１号ロ」を「附則第１２

条第１２項第１号ロ」に改め、同項を同条第４項とし、同条第６項中

「附則第１５条の８第５項」を「附則第１５条の８第３項」に改め、

同項第２号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第１５項」

に、「同条第１７項」を「同条第８項」に改め、同項を同条第５項と



 

 

し、同条第７項中「附則第１２条第２６項」を「附則第１２条第１７

項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第８項中「附則第７条第９

項各号」を「附則第７条第８項各号」に改め、同項第４号中「附則第

１２条第３０項」を「附則第１２条第２１項」に改め、同項第６号中

「附則第１２条第３１項」を「附則第１２条第２２項」に改め、同項

を同条第７項とし、同条第９項中「附則第７条第１０項各号」を「附

則第７条第９項各号」に改め、同項第５号中「 附則第１２条第３８

項」を「附則第１２条第２９項」に改め、同項を同条第８項とし、同

条第１０項中「附則第７条第１１項各号」を「附則第７条第１０項各

号」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項中「附則第７条第

１２項各号」を「附則第７条第１１項各号」に改め、同項第５号中

「附則第１２条第３８項」を「附則第１２条第２９項」に改め、同項

を同条第１０項とし、同条第１２項中「附則第７条第１４項」を「附

則第７条第１３項」に、「附則第１２条第２６項」を「附則第１２条

第１７項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条に次の１項を加え

る。  

１２  法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等

向上改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載

した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項

に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関

する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演

芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長

に提出しなければならない。  

（１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称）  

（２）家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積  

（３）家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

施行令（平成１８年政令第３７９号）第５条第３号に規定する劇

場若しくは演芸場又は同条第４号に規定する集会場若しくは公会

堂のいずれに該当するかの別  



 

 

（４）家屋の建築年月日及び登記年月日  

（５）利便性等向上改修工事が完了した年月日  

（６）利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申

告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかっ

た理由  

附則第６条の見出し中「平成２７年度から平成２９年度まで」を

「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同条第６号中「にあ

っては」を「には」に改める。  

附則第６条の２の見出し中「平成２８年度又は平成２９年度」を

「平成３１年度又は平成３２年度」に改め、同条第１項中「平成２８

年度分又は平成２９年度分」を「平成３１年度分又は平成３２年度分」

に改め、同条第２項中「平成２８年度適用土地」を「平成３１年度適

用土地」に、「平成２８年度類似適用土地」を「平成３１年度類似適

用土地」に、「平成２９年度分」を「平成３２年度分」に改める。  

附則第７条の見出し及び同条第１項中「平成２７年度から平成２９

年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同条第

２項及び第３項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平 成 

３０年度から平成３２年度まで」に、「にあっては」を「には」に改

め、同条第４項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平 成 

３０年度から平成３２年度まで」に、「当該課税標準額」を「前年度

分の固定資産税の課税標準額」に改め、同条第５項中「平成２７年度

から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に

改める。  

附則第８条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度

まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。  

附則第８条の２の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（市街

化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の固定資産税の

特例）」を付す。  

附則第８条の３の見出しを削り、同条第１項中「平成２７年度から

平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、

同条第２項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年

度から平成３２年度まで」に、「にあっては」を「には」に改める。  



 

 

附則第１０条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を

「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同条第２項中「平成

３０年３月３１日」を「平成３３年３月３１日」に改める。  

附則第１２条の２第３項中「第３７条の７」を「第３７条の６」に、

「第３７条の９の４又は第３７条の９の５」を「第３７条の８又は第

３７条の９」に改める。  

第２条  流山市税条例の一部を次のように改正する。  

  第８４条第３項中「０．８」を「０．６」に、「０．２」を「０．４」

に改める。  

  附則第５条の３第１６項中「附則第１５条第４４項」を「附則第

１５条第４３項」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第４５項」

を「附則第１５条第４４項」に改める。  

第３条  流山市税条例の一部を次のように改正する。  

  第 ８ ４ 条 第 ３ 項 中 「 ０ ． ６ 」 を 「 ０ ． ４ 」 に 、 「 ０ ． ４ を 」 を 

「０．６を」に改め、同項第３号中「附則第４８条第１項第１号」を

「附則第４８条第１項第２号」に改める。  

  第８５条中「５，６９２円」を「６，１２２円」に改める。  

第４条  流山市税条例の一部を次のように改正する。  

  第８４条第３項中「０．４を」を「０．２を」に、「０．６」を

「０．８」に改め、同項第３号中「所得税法等の一部を改正する法律

（平成３０年法律第７号）附則第４８条第１項第２号に定める」を

「たばこ税法（昭和５９年法律第７２号）第１１条第１項に規定 す

る」に改め、同号イ中「（昭和５９年法律第７２号）」を削る。  

  第８５条中「６，１２２円」を「６，５５２円」に改める。  

第５条  流山市税条例の一部を次のように改正する。  

  第８３条の２中「及び次条第３項第１号」を削る。  

  第８４条第３項中「第１号」を「次」に改め、「紙巻たばこの本数

に０．２を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方法に

より換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した紙巻たばこ

の本数及び第３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数 に

０．８を乗じて計算した」を削り、同項第１号を削り、同項第２号を

同項第１号とし、同項第３号を同項第２号とし、同条第４項中「又は

第３項第１号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量



 

 

を紙巻たばこの本数に換算する場合」を削り、同条第５項中「第３項

第２号」を「第３項第１号」に改め、同条第７項中「第３項第３号」

を「第３項第２号」に改め、同条第８項中「第３項第３号ア」を「第

３項第２号ア」に改め、同条第９項を削り、同条第１０項を同条第９

項とする。  

 （流山市税条例の一部を改正する条例の一部改正）  

第６条  流山市税条例の一部を改正する条例（平成２７年流山市条例第

２０号）の一部を次のように改正する。  

  附則第５条第２項中「新条例」を「流山市税条例」に改め、同項

第３号中「平成３１年３月３１日」を「平成３１年９月３０日」に改

め、同条第４項中「新条例第８２条第１項」を「流山市税条例第８２

条の２第１項」に改め、同条第１３項中「平成３１年４月１日」を

「平成３１年１０月１日」に、「１，２６２円」を「１，６９２円」

に改め、同条第１４項の表第５項の項中「平成３１年４月３０日」を

「平成３１年１０月３１日」に改め、同表第６項の項中「平成３１年

９月３０日」を「平成３２年３月３１日」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

第１条  この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の  

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

（１）第１条中流山市税条例第８２条を第８２条の２とし、第２章第４

節中同条の前に１条を加える改正規定、同条例第８３条の次に１条

を加える改正規定並びに同条例第８４条から第８６条まで及び第 

８８条の改正規定並びに第６条並びに附則第４条から第６条までの

規定  平成３０年１０月１日  

（２）第１条中流山市税条例第２３条第２項の改定規定（「控除対象配

偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。）及び同条例第

３５条の２第１項の改正規定並びに同条例附則第１２条の２第３項

の改正規定並びに次条第１項の規定  平成３１年１月１日  

（３）第２条（次号に揚げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定

平成３１年４月１日  

（４）第２条中流山市税条例第８４条第３項の改定規定  平成３１年

１０月１日  



 

 

（５）第１条中流山市税条例第２２条第１項及び第３項並びに第４５条

第１項の改正規定並びに同条に３項を加える改正規定並びに次条第

４項の規定  平成３２年４月１日  

（６）第３条並びに附則第７条及び第８条の規定  平成３２年１０月１

日  

（７）第１条中流山市税条例第２３条第１項第２号の改正規定、同条第

２項の改正規定（第２号に掲げる改正規定を除く。）並びに同条例

第３３条の２及び第３３条の６の改正規定並びに同条例附則第１条

の３の改正規定並びに次条第２項の規定  平成３３年１月１日  

（８）第４条並びに附則第９条及び第１０条の規定  平成３３年１０月

１日  

（９）第５条の規定  平成３４年１０月１日  

（市民税に関する経過措置）  

第２条  前条第２号に掲げる規定による改正後の流山市税条例の規定

中個人の市民税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の個人

の市民税について適用し、平成３０年度分までの個人の市民税につ

いては、なお従前の例による。  

２  前条第７号に掲げる規定による改正後の流山市税条例の規定中個人

の市民税に関する部分は、平成３３年度以後の年度分の個人の市民税

について適用し、平成３２年度分までの個人の市民税については、な

お従前の例による。  

３  第１条の規定による改正後の流山市税条例（次項及び次条第１項に

おいて「新条例」という。）第４７条の２第２項、第３項、第５項及

び第６項の規定は、平成２９年１月１日以後に同条第１項又は第４項

の申告書の提出期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適

用する。  

４  新条例第２２条第１項及び第３項並びに第４５条第１０項から第

１２項までの規定は、前条第５号に掲げる規定の施行の日以後に開

始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業

年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度

分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市

民税については、なお従前の例による。  

 （固定資産税に関する経過措置）  



 

 

第３条  別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に

関する部分は、平成３０年度以後の年度分の固定資産税について適

用し、平成２９年度分までの固定資産税については、なお従前の例

による。  

２  平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得され

た地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号。次条に

おいて「改正法」という。）第１条の規定による改正前の地方税法

（昭和２５年法律第２２６号。以下この条において｢旧法｣という。）

附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産

税については、なお従前の例による。  

３  平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新たに取

得された旧法附則第１５条第３２項に規定する特定再生可能エネルギ

ー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例によ

る。  

（市たばこ税に関する経過措置）  

第４条  別段の定めがあるものを除き、附則第１条第１号に掲げる規定

の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、

なお従前の例による。  

（手持品課税に係る市たばこ税）  

第５条  平成３０年１０月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定す

る売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等 （同法第 

４６９条第１項第１号及び第２号に規定する売渡しを除く。附則第８

条第１項及び第１０条第１項において｢売渡し等｣という。）が行われ

た製造たばこ（流山市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年流

山市条例第２０号）附則第５条第１項に規定する紙巻たばこ３級品を

除く。以下この項及び第５項において「製造たばこ」という。）を同

日に販売のため所持する卸売販売業者等（附則第１条第１号に掲げる

規定による改正後の流山市税条例（第４項及び第５項において「３０

年新条例」という。）第８２条の２第１項に規定する卸売販売業者等

をいう。以下同じ。）又は小売販売業者がある場合において、これら

の者が所得税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第７号。附

則第８条第１項及び第１０条第１項において「所得税法等改正法」と

いう。）附則第５１条第１項の規定により製造たばこの製造者として



 

 

当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出し

たものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなると

きは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これらの

者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、

これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該

製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。）

を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課

する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したも

のとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は 、 

１，０００本につき４３０円とする。  

２  前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の

営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年

総務省令第２４号）別記第２号様式による申告書を平成３０年１０月

３１日までに市長に提出しなければならない。  

３  前項の規定による申告書を提出した者は、平成３１年４月１日まで

に、その申告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第

２３号。以下「施行規則」という。）第３４号の２の５様式による納

付書によって納付しなければならない。  

４  第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定す

るもののほか、３０年新条例第１８条、第８８条第４項及び第５項、

第９０条の２並びに第９１条の規定を適用する。この場合において、

次の表の左欄に掲げる３０年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

第１８条  

 

 

 

 

 

第８８条第１項若し

くは第２項、  

 

 

 

 

 

流山市税条例等の一部

を 改 正 す る 条 例 (平 成

３０年流山市条例第２

６号。以下この条及び

第２章第４節において

｢平成３０年改正条例 ｣

と い う 。 )附 則 第 ５ 条

第３項、  



 

 

第１８条第２号  第８８条第１項若し

くは第２項  

平成３０年改正条例附

則第５条第２項  

第１８条第３号  第７３条の６第１項

の申告書、第８８条

第１項若しくは第２

項の申告書又は第１

３１条第１項の申告

書でその提出期限  

平成３０年改正条例附

則第５条第３項の納期

限  

第８８条第４項  施行規則に定める様

式  

地方税法施行規則の一

部 を 改 正 す る 省 令 (平

成３０年総務省令第２

４号 )別記第２号様式  

第８８条第５項  第１項又は第２項  平成３０年改正条例附

則第５条第３項  

第９０条の２第１項  第８８条第１項又は

第２項  

平成３０年改正条例附

則第５条第２項  

当該各項  同項  

第９１条第２項  第８８条第１項又は

第２項  

平成３０年改正条例附

則第５条第３項  

５  ３０年新条例第８９条の規定は、販売契約の解除その他やむを得

ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売

り渡した製造たばこのうち、第１項の規定により市たばこ税を課さ

れた、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等につい

て準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則

第１６条の２の５又は第１６条の４の規定により、これらの規定に

規定する申告書に添付すべき施行規則第１６号の５様式による書類

中 ｢返還の理由及びその他参考となるべき事項 ｣欄に、当該控除又は

還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規定により市た

ばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる

書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記

載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければな

らない。  



 

 

（手持分課税に係る市たばこ税に関する経過措置）  

第６条  平成３０年１０月１日から平成３１年９月３０日までの間に

おける前条第４項の規定の適用については、同項の表第１８条第３

号の項中「第７３条の６第１項の申告書、第８８条第１項」とある

のは、｢第８８条第１項｣とする。  

（市たばこ税に関する経過措置）  

第７条  別段の定めがあるものを除き、附則第１条第６号に掲げる規

定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税につい

ては、なお従前の例による。  

（手持品課税に係る市たばこ税）  

第８条  平成３２年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを

同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある

場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５１条第９項

の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこ

れらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の

規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸

売販売業者等として当該製造たばこ (これらの者が卸売販売業者等で

ある場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販

売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接

管理する営業所において所持されるものに限る。 )を同日に小売販売

業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合

における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされ

る製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本

につき４３０円とする。  

２  前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者

の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０

年総務省令第２５号。附則第１０条第２項において「平成３０年改

正規則」という。）別記第２号様式による申告書を平成３２年１１

月２日までに市長に提出しなければならない。  

３  前項の規定による申告書を提出した者は、平成３３年３月３１日

までに、その申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式によ

る納付書によって納付しなければならない。  



 

 

４  第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定

するもののほか、第３条の規定による改正後の流山市税条例 (以下こ

の項及び次項において「３２年新条例」という。 )第１８条、第８８

条第４項及び第５項、第９０条の２並びに第９１条の規定を適用す

る。この場合において、次の表の左欄に掲げる３２年新条例の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。  

第１８条  第８ ８条 第１ 項 若し

くは第２項、  

流 山 市 税 条 例 等 の 一

部を改正する条例 (平

成 ３ ０ 年 流 山 市 条 例

第 ２ ６ 号 。 以 下 こ の

条 及 び 第 ２ 章 第 ４ 節

において｢平成３０年

改正条例 ｣と いう。 )

附則第８条第３項、  

第１８条第２号  第８ ８ 条第 １ 項 若し

くは第２項  

平成 ３ ０年 改 正 条例

附則第８条第２項  

第１８条第３号  第７ ３ 条の ６ 第 １項

の申 告 書、 第 ８ ８条

第１ 項 若し く は 第２

項の 申 告書 又 は 第１

３１ 条 第１ 項 の 申告

書でその提出期限  

平成 ３ ０年 改 正 条例

附則 第 ８条 第 ３ 項の

納期限  

第８８条第４項  施行 規 則に 定 め る 様

式  

地方 税 法施 行 規 則の

一部 を 改正 す る 省令

(平成３０年総務省令

第２５号 )別記第２号

様式  

第８８条第５項  第１項又は第２項  平成 ３ ０年 改 正 条例

附則第８条第３項  

第９０条の２第１項  第８ ８ 条 第 １ 項 又は

第２項  

平成 ３ ０年 改 正 条例

附則第８条第２項  



 

 

 当該各項  同項  

第９１条第２項  第８ ８ 条第 １ 項 又は

第２項  

平成 ３ ０年 改 正 条例

附則第８条第３項  

５  ３２年新条例第８９条の規定は、販売契約の解除その他やむを得

ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売

り渡した製造たばこのうち、第１項の規定により市たばこ税を課さ

れた、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等につい

て準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則

第１６条の２の５又は第１６条の４の規定により、これらの規定に

規定する申告書に添付すべき施行規則第１６号の５様式による書類

中 ｢返還の理由及びその他参考となるべき事項 ｣欄に、当該控除又は

還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規定により市た

ばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる

書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記

載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければな

らない。  

 （市たばこ税に関する経過措置）  

第９条  別段の定めがあるものを除き、附則第１条第８号に掲げる規

定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税につい

ては、なお従前の例による。  

 (手持品課税に係る市たばこ税 ) 

第１０条  平成３３年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこ

を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者があ

る場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５１条第１１

項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日に

これらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項

の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が

卸売販売業者等として当該製造たばこ (これらの者が卸売販売業者等

である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売

販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直

接管理する営業所において所持されるものに限る。 )を同日に小売販

売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場

合における市たばこ税の課税標 準は、当該売り渡したものとみ な



 

 

される製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００

本につき４３０円とする。  

２  前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者

の営業所ごとに、平成３０年改正規則別記第２号様式による申告書

を平成３３年１１月１日までに市長に提出しなければならない。  

３  前項の規定による申告書を提出した者は、平成３４年３月３１日

までに、その申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式によ

る納付書によって納付しなければならない。  

４  第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定

するもののほか、第４条の規定による改正後の流山市税条例（以下

この項及び次項において「３３年新条例」という。）第１８条、第

８８条第４項及び第５項、第９０条の２並びに第９１条の規定を適

用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる３３年新条例の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。  

第１８条  第８ ８ 条 第１ 項 若 し

くは第２項、  

流 山 市 税 条 例 等 の 一

部を改正する条例 (平

成 ３ ０ 年 流 山 市 条 例

第 ２ ６ 号 。 以 下 こ の

条 及 び 第 ２ 章 第 ４ 節

において、｢平成３０

年 改 正 条 例 ｣ と い

う。 )附則第１０条第

３項、  

第１８条第２号  第 ８ ８ 条 第 １ 項 若 し

くは第２項  

平 成 ３ ０ 年 改 正 条 例

附則第１０条第２項  

第１８条第３号  

 

 

 

 

 

第 ７ ３ 条 の ６ 第 １ 項

の 申 告 書 、 第 ８ ８ 条

第 １ 項 若 し く は 第 ２

項 の 申 告 書 又 は 第 １

３ １ 条 第 １ 項 の 申 告

書でその提出期限  

平 成 ３ ０ 年 改 正 条 例

附 則 第 １ ０ 条 第 ３ 項

の納期限  

 

 

 



 

 

第８８条第４項  施 行 規 則 に 定 め る 様

式  

地 方 税 法 施 行 規 則 の

一 部 を 改 正 す る 省 令

(平成３０年総務省令

第２５号 )別記第２号

様式  

第８８条第５項  第１項又は第２項  平 成 ３ ０ 年 改 正 条 例

附則第１０条第３項  

第９０条の２第１項  第８８条 第１項 又は

第２項  

平 成 ３ ０ 年 改 正 条 例

附則第１０条第２項  

当該各項  同項  

第９１条第２項  第 ８ ８ 条 第 １ 項 又 は

第２項  

平 成 ３０ 年 改 正 条 例

附則第１０条第３項  

５  ３３年新条例第８９条の規定は、販売契約の解除その他やむを得

ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売

り渡した製造たばこのうち、第１項の規定により市たばこ税を課さ

れた、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等につい

て準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則

第１６条の２の５又は第１６条の４の規定により、これらの規定に

規定する申告書に添付すべき施行規則第１６号の５様式による書類

中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又

は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規定により市

たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足り

る書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を

記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければ

ならない。  



議案第 ４５  号  

 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求める。 

  平成３０年６月７日提出 

流山市長  井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 地方税法等の一部を改正する法律が平成３０年３月３１日に

公布され、同年４月１日等をもって施行されたことに伴い、平

成３０年度以後の都市計画税の賦課について特に緊急を要した

ため、平成３０年３月３１日付けで専決処分したので、その承

認を求めるためである。 

 

 

 

 

  



専 決  処  分  書  

 

 流山市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙

のとおり専決処分する。 

  平成３０年３月３１日 

流山市長  井  崎  義  治    

 

 

 

 

  



流山市都市計画税条例の一部を改正する条例 

（流山市都市計画税条例の一部改正） 

第 1 条  流山市都市計画税条例（昭和３２年流山市条例第１号）の一部

を次のように改正する。 

附則第１７項を附則第１８項とする。 

附則第１６項中「第１７項」の次に「、第１８項、第２０項」を加

え、「若しくは第４５項」を「、第４５項若しくは第４８項」に改め、

同項を附則第１７項とする。 

附則第１５項中「附則第４項及び第６項」を「附則第５項及び第７

項」に、「附則第４項及び第７項」を「附則第５項及び第８項」に、「附

則第５項、第７項及び第８項」を「附則第６項、第８項及び第９項」

に、「附則第７項、第８項及び第１０項」を「附則第８項、第９項及び

第１１項」に、「附則第１０項」を「附則第１１項」に、「附則第１１

項から第１３項まで」を「附則第１２項から第１４項まで」に、「附則

第１２項」を「附則第１３項」に改め、同項を附則第１６項とする。 

附則第１４項を附則第１５項とする。 

附則第１３項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０

年度から平成３２年度まで」に改め、同項を附則第１４項とする。 

附則第１２項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０

年度から平成３２年度まで」に改め、同項を附則第１３項とする。 

附則第１１項を附則第１２項とする。 

附則第１０項（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度

まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同項を附則

第１１項とする。 

附則第９項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０

年度から平成３２年度まで」に改め、同項を附則第１０項とする。 

附則第８項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０

年度から平成３２年度まで」に、「附則第４項」を「附則第５項」に改

め、同項を附則第９項とする。 

附則第７項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０

年度から平成３２年度まで」に、「附則第４項」を「附則第５項」に改

め、同項を附則第８項とする。 

附則第６項中「附則第４項」を「附則第５項」に、「平成２７年度か



ら平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、

「にあっては」を「には」に改め、同項を附則第７項とする。 

附則第５項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０

年度から平成３２年度まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同

項を附則第６項とする。 

  附則第４項の前の見出し及び同項中「平成２７年度から平成２９年

度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同項を附

則第５項とする。 

  附則第３項の次に次の１項を加える。 

  （改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を

受けようとする者がすべき申告） 

４  法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等

向上改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載

した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項

に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関

する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演

芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

（１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成２５年法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号をいい、

当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下こ

の号において同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定する法人

番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番号

を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

（２）家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

（３）家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

施行令（平成１８年政令第３７９号）第５条第３号に規定する劇

場若しくは演芸場又は同条第４号に規定する集会場若しくは公会

堂のいずれに該当するかの別 

（４）家屋の建築年月日及び登記年月日 



（５）利便性等向上改修工事が完了した年月日 

（６）利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申

告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかっ

た理由 

第２条 流山市都市計画税条例の一部を次のように改正する。 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４４項」を「附則

第１５条第４３項」に改め、附則第３項（見出しを含む。）中「附則第

１５条第４５項」を「附則第１５条第４４項」に改め、附則第１７項

中「第４４項、第４５項」を「第４３項、第４４項」に、「第４８項」

を「第４７項」に改める。 

附  則  

（施行期日） 

１  この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）第２条の規定 平成３１年４月１日 

（２）附則第１６項の改正規定（「若しくは第４５項」を「、第４５項若

しくは第４８項」に改める部分に限る。）は、都市再生特別措置法等

の一部を改正する法律（平成３０年法律第２２号）の施行の日から

施行する。 

（経過措置） 

２  この条例による改正後の流山市都市計画税条例の規定は、平成３０

年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成２９年度分まで

の都市計画税については、なお従前の例による。 

 

 

 



議案第 ４６  号  

 

 

   専決処分の承認を求めることについて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求める。  

  平成３０年６月７日提出  

流山市長  井  崎  義  治    

○  

○  

○  

○  

○  

○  

○  

○  

○  

○  

提案理由 介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令（平成３０

年厚生労働省令第３０号）の施行に伴い、指定地域密着型サー

ビス事業者の指定に関する基準並びに事業の人員及び運営に関

する基準の改正について特に緊急を要したため、平成３０年３

月３０日付けで専決処分したので、その承認を求めるためであ

る。  

 



専 決  処  分  書  

 

 流山市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並び

に事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分

する。  

  平成３０年３月３０日  

流山市長  井  崎  義  治    

 



   流山市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準

並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の一部を改正する条例 

 流山市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並び

に事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例（平成３０年流山市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の改正規定の次に次のように加える。 

  第４条中「法人」の次に「又は病床を有する診療所を開設している

者（複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護に限る。）に係る

指定の申請を行う場合に限る。）」を加える。 

 第３６条の改正規定中「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成３０年厚生労働省令第

４号）」の次に「及び介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令

（平成３０年厚生労働省令第３０号）」を加える。 

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 



議案第 ４７  号  

 

 

   専決処分の承認を求めることについて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求める。  

  平成３０年６月７日提出  

流山市長  井  崎  義  治    

○  

○  

○  

○  

○  

○  

○  

○  

○  

○  

提案理由 介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令（平成３０

年厚生労働省令第３０号）の施行に伴い、指定地域密着型介護

予防サービスの基本方針に関する基準の改正について特に緊急

を要したため、平成３０年３月３０日付けで専決処分したので、

その承認を求めるためである。  

 



専 決  処  分  書  

 

 流山市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する

基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改

正する条例の制定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  

  平成３０年３月３０日  

流山市長  井  崎  義  治    

 



   流山市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関

する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の一部を改正する条例 

 流山市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する

基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（平成３０

年流山市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 第１６条の改正規定中「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成３０年厚生労働省令第

４号）」の次に「及び介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令

（平成３０年厚生労働省令第３０号）」を加える。 

   附  則  

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 



議案第 ４８  号  

 

 

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求める。 

平成３０年６月７日提出 

流山市長  井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部

を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 ３ ０ 年 厚 生 労 働 省 令 第 ４ ６ 号 ） が 平 成

３０年３月３０日に公布され、同年４月１日から施行されたこ

とに伴い、流山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の改正について特に緊急を要したことか

ら、同年３月３０日付けで専決処分したため、その承認を求め

るためである。 



専 決  処  分  書  

 

 流山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分す

る。 

  平成３０年３月３０日 

流山市長 井  崎  義  治    



   流山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

 流山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２６年流山市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第３項第４号中「学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、

中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格」を「教育職員免

許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条に規定する免許状」に改め、

同項に次の１号を加える。 

（１０）５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長

が適当と認めたもの 

   附  則  

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 



議案第 ４９  号  

 

 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

  平成３０年６月７日提出 

流山市長  井  崎  義  治  

 

 

１  管理を行わせる公の施設の名称 

  流山市おおたかの森ホール 

２  指定管理者となる団体 

  東京都目黒区下目黒一丁目１番１１号 目黒東洋ビル４階 

  ＭＯＲＩＨＩＢＩＫＵ共同企業体 

  （代表団体） 

  東京都目黒区下目黒一丁目１番１１号 目黒東洋ビル４階 

アクティオ株式会社  

代表取締役 鈴木  悟  

３  指定の期間 

  平成３１年３月１日から平成３６年３月３１日まで 

 

 

 



議案第  ５０  号  

 

 

専決処分の承認を求めることについて  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求める。  

  平成３０年６月７日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  公用車の交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定につい

て相手方と合意に達し、即時にこれを確定し、事件の解決を図

ることについて特に緊急を要したことから平成３０年４月１３

日付けで専決処分したので、その承認を求めるためである。  



専  決  処  分  書  

 

 平成２８年９月６日に発生した公用車の交通事故に係る和解及び損害

賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。  

平成３０年４月１３日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  生涯学習部公民館の職員が、文化会館ホールに

おけるイベントの周知活動の用務で公用車を運

転し市道を直進していたところ、対向車とのす

れ違いの直後に前方右側から飛び出してきた幼

児と衝突したことによる人身事故  

２  発 生 年 月 日  平成２８年９月６日  

３  発 生 場 所  流山市江戸川台東３丁目３７３番４地先  

４  相 手 方  流山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

           〇〇  〇〇  

           （親権者）  

           流山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

           〇〇  〇〇  

〇〇  〇〇  

（代理人）  

           埼玉県〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

           〇〇  〇〇     

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  平成３０年４月１３日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額１０，０２０，１９０円のうち、

８，５１７，１６１円を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ８，５１７，１６１円  



議案第 ５１  号  

 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求める。 

  平成３０年６月７日提出 

流山市長  井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を

改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関す

る政令（平成３０年政令第５５号）が平成３０年３月２２日に

公布され、同令による国民健康保険法施行令（昭和３３年政令

第３６２号）の改正が同年４月１日に施行されたことに伴い、

平成３０年度以後の国民健康保険料の賦課基準を改めることに

ついて特に緊急を要したため、平成３０年３月３０日付けで専

決処分したので、その承認を求めるものである。 

 

 

 

 

 

 



専 決  処  分  書  

 

 流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

の制定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第

１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

  平成３０年３月３０日 

                 流山市長  井  崎  義  治  

  



流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例 

流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例（平成３０年流山市条

例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第７条の３第１号及び第２号の改正規定のうち同条第１号イに係る部

分中「（法」を「（法附則第２２条の規定により読み替えられた法」に、

「介護保険法」を「高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等（以

下「病床転換支援金等」という。）並びに介護保険法」に改め、同改正

規定のうち同号カに係る部分中「介護納付金」を「病床転換支援金等並

びに介護納付金」に改め、同改正規定のうち同条第２号イに係る部分中

「法」を「法附則第２２条の規定により読み替えられた法」に、「介護

納付金」を「病床転換支援金等並びに介護納付金」に改め、同改正規定

のうち同号ウに係る部分中「法第７０条第１項」を「法附則第２２条の

規定により読み替えられた法第７０条第１項」に改める。 

第１６条の２第１号及び第２号の改正規定のうち同条第１号に係る部

分中「後期高齢者支援金等」を「後期高齢者支援金等及び病床転換支援

金等」に改め、同改正規定のうち同条第２号アに係る部分中「法」を「法

附則第２２条の規定により読み替えられた法」に改める。 

第１６条の１０第１号及び第２号の改正規定のうち同条第２号アに係

る部分中「法」を「法附則第２２条の規定により読み替えられた法」に

改める。 

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。 

  



議案第 ５２  号  

 

 

   流山市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 流山市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり制定する。  

  平成３０年６月７日提出  

流山市長  井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 市営住宅平方団地を廃止するほか、条文の整備を行うためで

ある。  



流山市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例  

流 山 市 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ９ 年 流 山 市 条 例 第 

２４号）の一部を次のように改正する。  

第４５条中「「入居」とあるのは「使用」」を「「に入居した」とあ

るのは「を使用した」と、「入居時」とあるのは「使用時」と、「入居

の」とあるのは「使用の」」に改める。  

 第５５条第２項中「「住宅」とあるのは「駐車場」」を「「の住宅」

とあるのは「の駐車場」」に改める。  

 第 ５ ６ 条 中 「 「 入 居 」 と あ る の は 「 使 用 」 と 、 「 住 宅 」 と あ る の は

「駐車場」」を「「に入居した」とあるのは「を使用した」と、「その

入居」を「その使用」と、「住宅以外」を「駐車場以外」」に改める。  

 別表中市営住宅平方団地の項を削る。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 



議案第  ５３  号  

 

 

   市道路線の認定について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、別

紙路線を市道に認定するものとする。  

  平成３０年６月７日提出  

流山市長   井  崎  義  治    



起　点

終　点

東深井字一ノ坪４５１番６１

同          所同    番１８６

東深井字山ノ越９５０番１１

同 　  　　 所９７０番９

美原２丁目１１８番２

同      所同    番３２

南字上耕地３９５番

南字下耕地４１２番１

下花輪字上割５６４番

同  　　　所５５０番５

下花輪字上割５２３番

同　　　  所５３０番３

下花輪字北ノ下１９９番１

同  　　　　所１９１番１

下花輪字北ノ下７７１番２

下花輪字西山８１４番２

西初石３丁目４５８番５

同        所４６１番３３

西初石５丁目１０１番７

同        所１７７番５

西初石５丁目１０１番６

同        所同    番５

西初石５丁目１８１番５８

同　　　　所１８０番１２

東初石１丁目７１番２９

同        所同  番１１

東初石５丁目１２番１

十太夫２３８番１

東初石５丁目１１番

同　　　　所１７８番２１

東初石５丁目１８１番１７

同　　　　所同　　番１２１

東初石５丁目１８１番１３

東初石６丁目１８１番３５

東初石５丁目１８０番１２

同　　　　所同　　番１１

７

８

９

１３

１０

１１

１２

１４

１６

１７

１８

１５

重要な
経過地

３３０７０ 東初石５丁目区画７０号線

整理
番号

路線番号 路線名

０３２７１

０３２７２

０７０５１

１９０５７

２３０３３

２３０３４

１

２

３

４

５

６

２３０３５

２３０３６

２６０２２

３００６３

２８０４９

２８０５０

２８５０４

３３０６９

３３０７１

３３０７２

３３５０４

東初石１・２丁目区画６３号線

西初石５丁目区画４９号線

西初石５丁目区画５０号線

西初石５丁目４号自転車歩行者専用道路

東初石５丁目区画６９号線

東初石５丁目区画７１号線

東初石５丁目区画７２号線

東初石５丁目４号自転車歩行者専用道路

東深井区画２７１号線

東深井区画２７２号線

美原区画５１号線

南区画５７号線

下花輪区画３３号線

下花輪区画３４号線

下花輪区画３５号線

下花輪区画３６号線

西初石３丁目区画２２号線



起　点

終　点

東初石６丁目１８６番１１９

同　　　　所１８７番１９

東初石６丁目１８２番１

同　　　　所同　　番１０

十太夫２３３番１

東初石６丁目１８１番１１８

十太夫１番１７

同  所同番２１

十太夫２番１０８

駒木字中橋上７８番

駒木字駒木橋上１５３番２

駒木字中橋上８２番４

駒木字中橋上８２番７

同　　　　所８５番２

駒木字中橋上８５番４

同　　　　所同　番３

駒木字中橋上９５番２７

同　　　　所８９番

駒木字駒木橋上１４８番

同所字中橋上２４番１

駒木字中橋上２３番１

同　　　　　所９番４

駒木字中橋上２３番２

同　　　　所同　番１

駒木字中溜上３４１番１

同　　　　所３３１番２５

駒木字中溜上３３６番

同　　　　所３３５番２

駒木字中溜上３３６番

同　　　　所３３１番９

駒木字中溜上３３１番３

同　　　　所同　　番２１

駒木字中溜上３３１番２５

駒木字堂台２５４番

駒木字中溜上３２４番２

駒木字堂台２５５番

２２

２９

３０

３２

３３

３４

３５

３６

１９

２０

２１

２３

２４

２５

２６

２７

２８

３１

整理
番号

重要な
経過地

３４０１１

３４５０６

３７０９７

３７５１８

３８０９８

３８０９９

３８１００

３８１０１

３８１０２

３８１０３

３８１０４

３８１０５

３８１０６

３７０９８

東初石６丁目６号自転車歩行者専用道路

十太夫区画９７号線

路線番号 路線名

東初石６丁目区画１１号線

十太夫区画９８号線

駒木区画９８号線

十太夫１８号自転車歩行者専用道路

３８１０７

３８１０８

３８１０９

３８１１０

駒木区画９９号線

駒木区画１００号線

駒木区画１０１号線

駒木区画１０２号線

駒木区画１０３号線

駒木区画１０４号線

駒木区画１０５号線

駒木区画１０６号線

駒木区画１０７号線

駒木区画１０８号線

駒木区画１０９号線

駒木区画１１０号線



起　点

終　点

駒木字中溜上３４７番３

同　　　　所３４２番２

駒木字中溜上３４６番３

同　　　　所３４８番

駒木字中溜上３４５番

同　　　　所３４２番２

駒木字中橋上８４番

同　　　　所９３番２

駒木字駒木橋上１１４番

駒木字中橋上１０５番

駒木字中橋上６９番１８

同　　　　所８７番２

駒木１０８０番３

東初石６丁目１８７番１９８

駒木字堂台２６７番１

同　　　所２６６番１

市野谷字宮尻６４０番

同　　　　所６５０番２

市野谷字宮尻６４６番６

同　　　　所６４２番１

３９

４５

３８５０４

４０１１６

駒木４号自転車歩行者専用道路

市野谷区画１１６号線

４３

３８１１６

４１ ３８１１５

４０１１７ 市野谷区画１１７号線

３８１１１

３８１１２

３８１１３

３８１１４

駒木区画１１３号線

駒木区画１１４号線

駒木区画１１５号線

駒木区画１１６号線

駒木区画１１１号線

駒木区画１１２号線

３８１１７ 駒木区画１１７号線

４６

４４

４２

４０

３８

整理
番号

路線番号 路線名
重要な
経過地

３７



ubana1303
四角形

ubana1303
四角形

ubana1303
タイプライタ
　市道認定図

ubana1303
直線

ubana1303
直線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
吹き出し
１

yokoo1715
スタンプ



ubana1303
タイプライタ
　市道認定図

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
吹き出し
２

yokoo1715
スタンプ



ubana1303
直線

ubana1303
直線

ubana1303
タイプライタ
　市道認定図

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
吹き出し
３

yokoo1715
スタンプ



ubana1303
直線

ubana1303
タイプライタ
　市道認定図

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
吹き出し
４

yokoo1715
スタンプ

ubana1303
直線



ubana1303
タイプライタ

ubana1303
タイプライタ

ubana1303
タイプライタ

ubana1303
タイプライタ

ubana1303
タイプライタ

ubana1303
直線

ubana1303
タイプライタ
  

ubana1303
タイプライタ
  

ubana1303
タイプライタ
  

ubana1303
タイプライタ
  

ubana1303
タイプライタ
　市道認定図

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
吹き出し
６

yokoo1715
吹き出し
５

yokoo1715
吹き出し
７

yokoo1715
吹き出し
８

yokoo1715
スタンプ



ubana1303
タイプライタ
　市道認定図

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
吹き出し
９

yokoo1715
スタンプ



akimoto1333
タイプライタ
　　　　　　　　　　　

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
テキスト ボックス

yokoo1715
テキスト ボックス

akimoto1333
タイプライタ
市道路線認定図　（新市街地地区一体型特定土地区画整理事業区域内）

akimoto1333
タイプライタ

akimoto1333
折れ線

yokoo1715
多角形

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
多角形

Administrator
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
多角形

Administrator
多角形

Administrator
多角形

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

Administrator
多角形

Administrator
多角形

Administrator
多角形

Administrator
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

akimoto1333
テキスト ボックス

akimoto1333
テキスト ボックス

akimoto1333
テキスト ボックス

akimoto1333
テキスト ボックス

akimoto1333
テキスト ボックス

akimoto1333
テキスト ボックス

akimoto1333
テキスト ボックス

akimoto1333
テキスト ボックス

akimoto1333
テキスト ボックス

akimoto1333
テキスト ボックス

akimoto1333
テキスト ボックス

akimoto1333
テキスト ボックス

yokoo1715
多角形

yokoo1715
テキスト ボックス

yokoo1715
テキスト ボックス

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
楕円

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

Administrator
楕円

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
テキスト ボックス
12

akimoto1333
テキスト ボックス
11　

akimoto1333
テキスト ボックス
45

akimoto1333
テキスト ボックス
46　

akimoto1333
テキスト ボックス
16

akimoto1333
テキスト ボックス
15　

akimoto1333
テキスト ボックス
17　

akimoto1333
テキスト ボックス
１9 　

akimoto1333
テキスト ボックス
22　

akimoto1333
テキスト ボックス
2１　

akimoto1333
テキスト ボックス
20　

akimoto1333
テキスト ボックス
23　

akimoto1333
テキスト ボックス
42　

akimoto1333
テキスト ボックス
25　

akimoto1333
テキスト ボックス
29　

akimoto1333
テキスト ボックス
27　

akimoto1333
テキスト ボックス
28　

akimoto1333
テキスト ボックス
36　

akimoto1333
テキスト ボックス
34　

akimoto1333
テキスト ボックス
32　

akimoto1333
テキスト ボックス
38　

akimoto1333
テキスト ボックス
37　

akimoto1333
テキスト ボックス
26　

akimoto1333
テキスト ボックス
40　

akimoto1333
テキスト ボックス
43　

akimoto1333
テキスト ボックス
30　

akimoto1333
テキスト ボックス
4１　

yokoo1715
多角形

Administrator
楕円

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
テキスト ボックス
14

akimoto1333
テキスト ボックス
18　

Administrator
楕円

akimoto1333
テキスト ボックス
24　

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
テキスト ボックス
31　

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
テキスト ボックス
33　

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
テキスト ボックス
35　

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

Administrator
楕円

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
テキスト ボックス
39

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
テキスト ボックス
44

Administrator
楕円

yokoo1715
多角形

Administrator
楕円

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

yokoo1715
多角形

akimoto1333
折れ線

akimoto1333
テキスト ボックス
10

yokoo1715
スタンプ

yokoo1715
スタンプ

yokoo1715
多角形



ubana1303
直線

ubana1303
タイプライタ
　市道認定図

ubana1303
直線

yokoo1715
スタンプ

yokoo1715
吹き出し
13

yokoo1715
折れ線



議案第  ５４  号  

 

 

   市道路線の廃止について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、

別紙路線を廃止するものとする。  

  平成３０年６月７日提出  

流山市長   井  崎  義  治    



起　　　点

終　　　点

南字上谷７２６番１

南字上耕地２６７番

南字上谷７５０番３

南字下耕地４１４番５

南字上耕地３３３番１

同　　　所３１０番

下花輪字北ノ下１５７番

下花輪字上割５５０番５

下花輪字西山８１０番２

下花輪字上割５３０番３

西初石５丁目６２番４

市野谷字入台６５３番２

西初石５丁目９９番

同　　　　所９８番２

東初石６丁目１８３番１３

同　　　　所同  　番１３

東初石６丁目１８５番１３

同　　  　所同  　番１５

東初石６丁目１８６番１１２

十太夫１６５番

十太夫２３９番２

同　所同　　番２

十太夫２番１０８

同  所同番４１

駒木字中溜上３２２番

同　      所同  　番

駒木字駒木橋上１６３番３

同　　　  　所１１４番

駒木字駒木橋上１４４番１３

駒木字中橋上８４番

駒木字中橋上９３番１

同　　　　所６９番１８

駒木１０８０番３

駒木字中橋上６８番１

駒木区画４６号線

駒木区画５３号線

十太夫区画１１号線

十太夫区画３１号線

駒木区画３９号線

駒木区画４３号線

駒木区画４４号線

西初石５丁目区画４号線

西初石５丁目区画８号線

東初石６丁目区画１号線

東初石６丁目区画２号線

東初石６丁目区画３号線

１６

１７

２８００４

２８００８

３４００１

３４００２

３４００３

３７０１１

３７０３１

３８０３９

３８０４３

３８０４４

３８０４６

３８０５３

１１

１２

１３

１４

１５

６

７

８

９

１０

路線番号 路　線　名
整理
番号

重要な
経過地

１ １９００３ 南区画３号線

２ １９０３８ 南区画３８号線

５ ２３００８ 下花輪区画８号線

３ １９０３９ 南区画３９号線

４ ２３００５ 下花輪区画５号線



ubana1303
タイプライタ
　市道認定廃止図　

ubana1303
四角形

ubana1303
四角形

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
吹き出し
１

yokoo1715
吹き出し
２

yokoo1715
吹き出し
３

yokoo1715
スタンプ



ubana1303
タイプライタ
　市道認定廃止図　

ubana1303
タイプライタ
　

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
吹き出し
４

yokoo1715
吹き出し
５

yokoo1715
スタンプ



ubana1303
タイプライタ
　市道認定廃図　

ubana1303
直線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
吹き出し
６

yokoo1715
吹き出し
７

yokoo1715
スタンプ

ubana1303
タイプライタ
　　―

ubana1303
タイプライタ
　　―



ubana1303
タイプライタ
　市道認定廃止図　

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
吹き出し
11

yokoo1715
吹き出し
９

yokoo1715
吹き出し
８

yokoo1715
吹き出し
10

yokoo1715
スタンプ



ubana1303
タイプライタ
　市道認定廃止図　

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
吹き出し
13

yokoo1715
吹き出し
12

yokoo1715
吹き出し
14

yokoo1715
吹き出し
15

yokoo1715
吹き出し
16

yokoo1715
吹き出し
17

yokoo1715
スタンプ



報告第  ３  号  

 

 

   継続費繰越計算書について  

 平成２９年度流山市一般会計継続費繰越計算書について、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により、別

紙のとおり報告する。  

  平成３０年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治   

 



国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 総務費 3 戸籍住民基

本台帳費
ＴＸ沿線整備住民記録
及び戸籍簿等変更事業

25,075,000 21,266,000 21,266,000 21,265,400 600 600 600

4 衛生費 2 清掃費 一般廃棄物処理基本計
画策定事業

4,536,000 3,181,000 3,181,000 3,180,600 400 400 400

8 土木費 4 都市計画費 流山おおたかの森駅自
由通路エレベーター等
整備事業

69,252,000 28,874,000 28,874,000 2,160,000 26,714,000 26,714,000 86,000 21,128,000 5,500,000

9 消防費 1 消防費 総合防災訓練（図上訓
練）事業

2,000,000 1,000,000 1,000,000 684,924 315,076 315,076 315,076

10 教育費 2 小学校費
八木北小学校校舎等建
設事業

97,630,000 58,578,000 58,578,000 22,674,000 35,904,000 35,904,000 19,304,000 16,600,000

新設小学校建設事業
（設計等業務委託）

283,788,000 55,800,000 55,800,000 11,200,000 44,600,000 44,600,000 44,600,000

482,281,000 168,699,000 168,699,000 61,164,924 107,534,076 107,534,076 64,306,076 21,128,000 22,100,000合　　　計

平成２９年度流山市一般会計継続費繰越計算書

款 項

平 成 ２ ９ 年 度 継 続 費 予 算 現 額

翌 年 度 逓
次 繰 越 額

支出済額及び支
出 見 込 額

継 続 費
の 総 額

事 業 名 前 年 度 逓 次
繰 越 額

予 算 計 上 額 繰 越 金

特 定 財 源

計
残 額

左 の 財 源 内 訳

市債

国庫支出金 市債



報告第  ４  号  

 

 

   繰越明許費繰越計算書について  

 平成２９年度流山市一般会計繰越明許費繰越計算書について、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、

別紙のとおり報告する。  

  平成３０年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 



国 県 支 出 金 そ の 他

円 円 円 円 円 円

2 総務費
1 総務管

理費 財政白書作成事業 363,000 363,000 363,000

3
戸籍住
民基本
台帳費

住民基本台帳ネットワーク事業 15,013,000 15,013,000 15,013,000

3 民生費
1 社会福

祉費
障害者グループホーム等施設整備費補助
事業

134,000,000 134,000,000 134,000,000

8 土木費
2

道路橋
りょう
費

市道前ケ崎・向小金1号道路拡幅事業 15,863,000 15,863,000 15,863,000

名都借跨線橋道路拡幅改良事業 327,645,000 327,429,255 164,986,000 121,800,000 40,643,255

東小学校前通学路道路拡幅整備事業 60,870,000 58,091,760 23,190,000 17,000,000 17,901,760

橋りょう補修事業 50,000,000 50,000,000 22,813,000 16,700,000 10,487,000

3 河川費
坂川用水路跡地活用事業 27,000,000 27,000,000 12,150,000 13,600,000 1,250,000

雨水排水施設整備事業（その２） 62,916,000 62,916,000 13,289,000 38,700,000 10,927,000

雨水排水施設整備事業（その３） 43,000,000 43,000,000 22,000,000 18,000,000 3,000,000

4 都市計
画費

運動公園周辺地区一体型特定土地区画整
理単独費負担事業

49,473,000 14,480,200 10,800,000 3,680,200

金 額款
未 収 入 特 定 財 源

平成２９年度流山市一般会計繰越明許費繰越計算書

左 の 財 源 内 訳

既 収 入
特 定 財 源

一 般 財 源

翌 年 度
繰 越 額

事 業 名項

市債

市債

国庫支出金

国庫支出金

市債

国庫支出金 市債

市債

市債

市債

国庫支出金

国庫支出金 市債

国庫支出金

国庫支出金



国 県 支 出 金 そ の 他

金 額款
未 収 入 特 定 財 源

左 の 財 源 内 訳

既 収 入
特 定 財 源

一 般 財 源

翌 年 度
繰 越 額

事 業 名項

木地区一体型特定土地区画整理単独費負
担事業

77,222,000 17,732,486 13,200,000 4,532,486

都市計画道路3・3・2号新川南流山線立体
交差事業

27,569,000 24,581,025 22,100,000 2,481,025

西平井・鰭ヶ崎地区公園施設新設事業 11,000,000 11,000,000 4,950,000 6,050,000

9 消防費 1 消防費 災害用井戸設置事業 3,050,000 3,050,000 1,372,000 1,500,000 178,000

避難場所案内板等整備事業 660,000 660,000 264,000 396,000

防災施設等整備事業 3,032,000 3,032,000 1,364,000 1,500,000 168,000

10 教育費 2
小学校
費

小学校エアコン整備事業 134,351,000 134,351,000 17,066,000 117,100,000 185,000

小学校大規模改造事業 32,905,000 32,905,000 4,662,000 28,200,000 43,000

3
中学校
費

中学校エアコン整備事業 75,649,000 75,649,000 9,614,000 65,800,000 235,000

中学校校舎等改修事業 67,133,000 67,133,000 15,552,000 51,400,000 181,000

合　　　計 252,564,726328,285,0001,218,714,000 1,118,249,726 537,400,000

国庫支出金

市債

市債国庫支出金

市債

市債

国庫支出金

市債国庫支出金

市債

国庫支出金

国庫支出金

国庫支出金

市債

国庫支出金

市債



報告第  ５  号  

 

 

   事故繰越し繰越計算書について  

 平成２９年度流山市一般会計事故繰越し繰越計算書について、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規定におい

て準用する同令第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり報告する。 

  平成３０年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 



国 県
支 出 金

そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円

8 土木費 3 河川費 排水管等維持補修事業 4,503,600 1,717,200 2,786,400 2,786,400 2,786,400

前ケ崎地先において雨水管が破
損し流路阻害を起こしたため、
ボックスカルバートへ布設替えを
行うものであるが、現地掘削を実
施したところ雨水管台帳に記載の
ない不明雨水管が発見され、調査
したところ当該雨水管についても
ボックスカルバートへ接続する必
要があることから、製造メーカー
と仕様の変更調整や製造ラインの
調整の結果、５月中旬の納期とな
ることから、年度内完成は困難と
判断し、事故繰越しするもの

4
都市計
画費

駅前広場・連絡通路整備事業 79,234,848 31,905,648 47,329,200 47,329,200 28,325,000 17,100,000 1,904,200

流山おおたかの森駅前広場及び
連絡通路の整備に関する事業であ
るが、ＴＸ高架下連絡通路整備に
伴う仮設通路の確保において、地
元自治会や鉄道会社との協議に不
測の日数を要したほか、駅前広場
整備において、支障となっている
工場の移転と本工事との調整・施
行に不測の日数を要したことか
ら、年度内完成は困難と判断し、
工事請負費を事故繰越しするもの

83,738,448 33,622,848 50,115,600 50,115,600 28,325,000 17,100,000 4,690,600

平成２９年度流山市一般会計事故繰越し繰越計算書

款 項 事 業 名
支 出 負 担
行 為 額

左 の 内 訳

支出負担行
為予定額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

説 明

合　　　計

支 出 済 額 支出未済額
既 収 入
特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源

一 般 財 源

県支出金県支出金

市債国庫支出金



報告第  ６  号  

 

 

   繰越明許費繰越計算書について  

 平成２９年度流山市土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書

について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第

２項の規定により、別紙のとおり報告する。  

  平成３０年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治    



国 県 支 出 金 そ の 他

円 円 円 円 円 円

土地区画整理事業
（測量等業務委託等）

99,713,000 67,036,000 50,536,000 16,500,000

土地区画整理事業
（施行者負担金）

30,000,000 30,000,000 13,500,000 16,500,000

土地区画整理事業
（家屋移転補償等）

33,938,000 33,938,000 33,938,000

土地区画整理事業
（測量等業務委託等）

25,018,000 17,870,000 17,870,000

土地区画整理事業
（盛土造成工事等）

265,853,000 227,313,000 205,191,000 22,122,000

土地区画整理事業
（施行者負担金）

16,567,000 16,027,000 16,027,000

土地区画整理事業
（家屋移転補償等）

46,296,000 20,000,000 20,000,000

517,385,000 412,184,000 357,062,000 55,122,000

鰭ケ崎・思
井地区土地
区画整理事
業費

平成２９年度流山市土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事 業 名 金 額
翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

一 般 財 源

合　　　計

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源

1 西平井・鰭
ケ崎地区土
地区画整理
事業費

2 土地区画
整理事業
費

2

市債市債市債市債

市債市債市債市債

一般会計繰入金

一般会計繰入金 国庫支出金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

国庫支出金

国庫支出金



報告第  ７  号  

 

 

   事故繰越し繰越計算書について  

 平成２９年度流山市土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書

について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第

３項の規定において準用する同令第１４６条第２項の規定により、別紙

のとおり報告する。  

  平成３０年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国 県
支 出 金

そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円

2 土地区
画整理
事業費

1 西平井・鰭
ケ崎地区土
地区画整理
事業費

土地区画整理事業
（道路築造工事）

238,646,044 194,194,044 44,452,000 44,452,000 17,227,000 27,225,000

　沿線住民に対する代替え駐車場の
確保と、既設の擁壁撤去に伴う基礎
杭の撤去に不測の日数を要したこと
から、事故繰越しするもの

2 土地区
画整理
事業費

鰭ケ崎・思
井地区土地
区画整理事
業費

土地区画整理事業
（盛土造成工事
等）

287,819,956 262,133,956 25,686,000 25,686,000 25,686,000

関係地権者との協議に不測の日数
を要したことや、工事の遅延によ
り、仮設水道管の撤去が完了しな
かったことから、事故繰越しするも
の

土地区画整理事業
（施行者負担金）

84,300,536 35,782,000 48,518,536 48,518,536 48,518,536

　関係地権者とのインフラの位置や
電柱の位置を確定するための協議に
不測の日数を要したことから、事故
繰越しするもの

土地区画整理事業
（家屋移転補償
等） 36,290,717 34,426,417 1,864,300 1,864,300 1,864,300

　道路築造工事等の遅れにより、工
作物の除去等が完了しなかったこと
から、事故繰越しするもの

647,057,253 526,536,417 120,520,836 120,520,836 93,295,836 27,225,000

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源

左 の 内 訳

翌 年 度
繰 越 額支出未済額支 出 済 額

左 の 財 源 内 訳

合　　　計

説 明
一 般 財 源

支出負担
行為予定
額

2

平成２９年度流山市土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書

款 項 事 業 名
支 出 負 担
行 為 額

市債国庫支出金 市債国庫支出金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金 国庫支出金

一般会計繰入金



報告第  ８  号  

 

 

   繰越計算書について  

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定

により、平成２９年度流山市水道事業会計の繰越額の使用に関する計画

について上下水道事業管理者から報告があったので、別紙のとおり報告

する。  

  平成３０年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治  

 



１　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

１

49,640,050

　区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したこ
とから、本工事の年度内完了が困難となったため運動公園周辺地区配水管拡張工

事（Ｈ２９－１工区）
82,879,200 82,879,200 33,239,150

5,833,700

　区画整理事業者である千葉県との協議により、設計延長を
増量したことから、本委託の年度内完了が困難となったため

42,820,000

　区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したこ
とから、本工事の年度内完了が困難となったため

運動公園周辺地区配水管拡張工
事実施設計委託

7,398,000 7,398,000 1,564,300

　区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したこ
とから、本工事の年度内完了が困難となったため

木地区配水管拡張工事
（Ｈ２９－３工区）

42,820,000 42,820,000

　区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したこ
とから、本工事の年度内完了が困難となったため

木地区配水管拡張工事
（Ｈ２９－２工区）

27,540,000 27,540,000 27,540,000

37,486,800 37,486,800

　開発行為で整備する道路において配水管拡張を行うもので
あり、その工程に合わせたことから、本工事の年度内完了が困
難となったため

3 つくばエクス
プレス沿線
整備事業費

木地区配水管拡張工事
（Ｈ２９－１工区）

37,486,800

7,786,800 7,786,800

43,185,180

　流山新橋に関連し県との協議に時間を要したことから、本工
事の年度内完了が困難となったため

2 拡張事業費

平方配水管拡張工事 7,786,800

三輪野山配水管移設工事
（Ｈ２９－１工区）

52,542,000 52,542,000 9,356,820

　向小金2・3丁目（県道松戸柏線）の舗装復旧工事に関し道
路管理者（柏土木事務所）との協議に時間を要したことにより
着工が遅れたことから、本工事の年度内完了が困難となった
ため

　先行工事である配水管改良工事の遅れにより、着工が遅延
したことから、本工事の年度内完了が困難となったため

第７－４舗装復旧工事
（ＥＲ９－７４２）

23,700,600 23,700,600 23,700,600

　市発注の下水道工事に合わせて配水管改良を行うものであ
り、その工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難
となったため

鰭ケ崎舗装本復旧工事 6,696,000 6,696,000 6,696,000

　市発注の道路整備工事箇所の配水管改良を行うものであ
り、その工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難
となったため

西深井配水管改良工事 21,826,800 21,826,800 21,826,800

　千葉県発注の道路整備工事箇所の配水管改良を行うもの
であり、その工程に合わせたことから、本工事の年度内完了が
困難となったため

向小金１丁目配水管改良工事 5,605,200 5,605,200 5,605,200

　工事の一部に鉄道横断箇所があり、鉄道事業者との協議に
不測の日数を要したことから、本工事の年度内完了が困難と
なったため

下花輪駒木線配水管改良工事 25,380,000 25,380,000 25,380,000

南部地域主要配水管改良工事
（H２９－１工区）

114,750,000 114,750,000 114,750,000

円 円 円 円 円

9,774,000 9,774,000

資本的支出 1 建設改良費
西平井配水管改良工事
実施設計委託

円

9,774,000

不用額

翌年度繰越
額に係る繰

越を要するた
な卸資産の
購入限度額

説　　　　　　　　明損益勘定
留保資金

企 業 債 工事負担金
項 事　　　業　　　名 予算計上額

支払義務
発 生 額

翌年度
繰越額

左　の　財　源　内　訳

　千葉県事業の都市計画道路の計画に合わせて、詳細設計
を行うものであるが、占用施工協議がなされていないことから、
本委託の年度内完了が困難となったため

平成２９年度流山市水道事業会計予算繰越計算書

 工事箇所に既設の埋設物が輻輳しており、管布設に不測の
日数を要したことから、本工事の年度内完了が困難となったた
め

西平井主要配水管改良工事
（Ｈ２９－１工区）

69,876,000 69,876,000 69,876,000

款



２　地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による事故繰越額

46,832,820

　区画整理事業者である流山市発注の造成工事が遅延したこ
とから、本工事の年度内完了が困難となったため

合　　　　　　　　　　　　計 69,984,000 69,984,000 23,151,180

29,538,000 29,538,000

　流山新橋に関連し県との協議に時間を要し、本工事の年度
内完了が困難となったため

1 資本的支出 3 つくばエクス
プレス沿線
整備事業費

鰭ケ崎・思井地区配水管拡張工
事
（H２８－２工区）

29,538,000

三輪野山配水管移設工事（H２９
－１工区）
配水管撤去分

21,006,000 21,006,000 3,711,180 17,294,820

円 　次期総合計画における人口推計が新たに示されたことから、
これを水道事業経営変更届出書に反映させることとしたため

19,440,000 19,440,000 19,440,000

円 円 円 円 円

説　　　　　　　　明損益勘定
留保資金

企 業 債 工事負担金

１ 水道事業
費用

1 営業費用
流山市水道事業経営変更届出書
作成業務委託

款 項 事　　　業　　　名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌年度
繰越額

左　の　財　源　内　訳

不用額

翌年度繰越
額に係る繰

越を要するた
な卸資産の
購入限度額

427,501,130

10,552,000

　区画整理事業者である流山市発注の造成工事が遅延したこ
とから、本工事の年度内完了が困難となったため

合　　　　　　　　　　　　計 779,688,200 779,688,200 352,187,070

鰭ケ崎・思井地区配水管拡張工
事
（Ｈ２９－１工区）

10,552,000 10,552,000

23,079,600

　区画整理事業者である独立行政法人都市再生機構発注の
造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難と
なったため

23,490,000

　区画整理事業者である独立行政法人都市再生機構発注の
造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難と
なったため

新市街地地区配水管拡張工事
（Ｈ２９－５工区）

23,079,600 23,079,600

新市街地地区配水管拡張工事
（Ｈ２９－４工区）

23,490,000 23,490,000

34,603,200

　区画整理事業者である独立行政法人都市再生機構発注の
造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難と
なったため

46,175,400

　区画整理事業者である独立行政法人都市再生機構発注の
造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難と
なったため

新市街地地区配水管拡張工事
（Ｈ２９－３工区）

43,146,000 43,146,000 8,542,800

新市街地地区配水管拡張工事
（Ｈ２９－２工区）

60,264,000 60,264,000 14,088,600

28,782,000

　区画整理事業者である独立行政法人都市再生機構発注の
造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難と
なったため

24,991,200

　区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したこ
とから、本工事の年度内完了が困難となったため

新市街地地区配水管拡張工事
（Ｈ２９－１工区）

28,782,000 28,782,000

運動公園周辺地区配水管拡張工
事（Ｈ２９－３工区）

24,991,200 24,991,200

29,322,000

　区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したこ
とから、本工事の年度内完了が困難となったため運動公園周辺地区配水管拡張工

事（Ｈ２９－２工区）
29,322,000 29,322,000



報告第  ９  号  

 

 

   繰越計算書について  

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定

により、平成２９年度流山市下水道事業会計の繰越額の使用に関する計

画について上下水道事業管理者から報告があったので、別紙のとおり報

告する。  

  平成３０年６月７日報告  

流山市長   井  崎  義  治  

 



　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

１

第７－４汚水枝線工事(Ｅ９－
７４３)

113,076,000

資本的支出 1 建設改良費 第２－１汚水枝線工事(Ｅ９－
２１１)

113,076,000

　向小金３丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件
（水道管等の埋設物）が多々あり、移設に時間を要し、本工事の
年度内完了が困難となったため

39,076,000 37,000,000

40,000,000

　向小金２丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件
があり、工法等の見直しを行った結果、時間を要し、本工事の年
度内完了が困難となったため

86,200,000

37,000,000

26,900,000

8,000,000

　 向小金２・３丁目（県道松戸柏線）の舗装復旧工事に関し道路
管理者（柏土木事務所）との協議に時間を要したことにより着工
が遅れたことから、本工事の年度内完了が困難となったため

8,000,000

323,918,040

4,000,000

款 項 事 業 名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌年度
繰越額

翌年度繰越
額に係る繰

越を要するた
な卸資産の
購入限度額

説　　　　　　　　明損益勘定
留保資金

企 業 債 国庫補助金 工事負担金

左　の　財　源　内　訳

不用額

円 円 円 円 円 円 円 円 　東深井・西深井地区において、図面とは異なる位置に占用物
件（水道管等の埋設物）が多々あり、移設に時間を要し、本工事
の年度内完了が困難となったため83,729,160 83,729,160 3,729,160 40,000,000

第７－４汚水枝線工事(Ｅ９－
７４２)

67,500,000 67,500,000 13,700,000 26,900,000

第８汚水枝線工事(Ｅ９－８０
１)

85,212,000 85,212,000 10,212,000 37,500,000 37,500,000

　向小金４丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件
（埋設物）が多々あり、その移転に時間を要し、本工事の年度内
完了が困難となったため

駒木第２汚水枝線工事(Ｔ９
－２０１)

183,276,000 183,276,000 97,076,000

　駒木地区（新市街地地区内）に設置するバイパス管整備のための独立
行政法人都市再生機構との協議に時間を要し、本工事の年度内完了が
困難となったため（なお、工事負担金はURによるものである）

流山第３汚水枝線工事(Ｔ９
－３０１)

46,980,000 46,980,000 16,580,000 15,200,000 15,200,000

　駒木地区において、図面とは異なる位置に占用物件（水道管
等の埋設物）があり、その移設に時間を要し、本工事の年度内
完了が困難となったため

和田堀１号汚水幹線移設工
事

211,269,600 211,269,600 0 211,269,600

　流山新橋に関連し県との協議に時間を要し、本工事の年度内
完了が困難となったため（なお、工事負担金は千葉県によるもの
である）

大堀川１号雨水幹線工事 135,000,000 135,000,000 25,000,000 55,000,000 55,000,000

　駒木地区において、図面とは異なる位置に占用物件（電柱等）
があり、その移設に時間を要し、本工事の年度内完了が困難と
なったため

第７－４舗装復旧工事(ＥＲ９
－７４２)

24,732,000 24,732,000 8,732,000 8,000,000

向小金雨水幹線工事に伴う
附帯工事

10,260,000 10,260,000 10,260,000

　鉄道事業者との近接施工協議に時間を要したことにより着工が
遅れたことから、本工事の年度内完了が困難となったため

2 つくばエクス
プレス沿線
整備事業費

運動公園周辺地区一体型特定土
地区画整理事業に伴う公共下水道
事業に関する業務委託（汚水）

75,339,840 75,339,840 15,000,000 15,000,000 45,339,840

　区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延し
たことから、本委託の年度内完了が困難となったため

運動公園周辺地区一体型特定土
地区画整理事業に伴う公共下水道
事業に関する業務委託（雨水）

464,918,040 464,918,040 20,000,000 121,000,000

　区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延し
たことから、本委託の年度内完了が困難となったため

木地区一体型特定土地区画整理
事業に関連する公共下水道事業
に関する委託（汚水）

91,269,120 91,269,120 13,000,000 30,500,000 47,769,120

　区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延し
たことから、本委託の年度内完了が困難となったため

木地区一体型特定土地区画整理
事業に関連する公共下水道事業
に関する委託（雨水）

20,000,000 20,000,000 8,000,000

　区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延し
たことから、本委託の年度内完了が困難となったため

公共下水道汚水管きょ布設
工事（鰭思２９－１）

17,200,000 17,200,000 8,000,000 8,000,000 1,200,000

　区画整理事業施行者である流山市発注の造成工事が遅延し
たことから、本工事の年度内完了が困難となったため

合　　　　　　　　　　　　計 1,629,761,760 1,629,761,760 127,289,160 283,600,000

平成２９年度流山市下水道事業会計予算繰越計算書

488,300,000 730,572,600



報告第  １０  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

平成３０年６月７日報告  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  公用車の物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定につい

て専決処分したので、報告するためである。  

 

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

平成３０年１月２８日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事   件   名   流山市民安全パトロール隊員が青色回転灯装備

車両により市内パトロールをしていたところ、

左路地から直進してきた相手方車両と衝突した

ことによる物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成２９年１０月５日  

３  発 生 場 所  流山市東初石１丁目１８３番２５地先  

４  相 手 方  車両所有者：〇〇  〇〇  

           住所：流山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

車両運転者：〇〇  〇〇  

住所：流山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  平成３０年１月２８日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額２２６，４２４円のうち    

１３５，８５４円を市が負担する。  

           市の損害額６８，５８０円のうち  

           ２７，４３２円を相手方が負担する。  

           双方の責任額を差し引き、その差額である  

           １０８，４２２円を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １３５，８５４円  

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成３０年４月１０日  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事     件     名   生涯学習部図書・博物館の職員が、平和台駅前

広場に設置されている図書返却ボックスから図

書の回収を終え、公用車（市が賃借している自

動車）を方向転換させるため後進させたところ、

歩道上に設置されているコンクリートくいに接

触したことによる当該公用車の物損事故  

２  発  生  年  月  日   平成２９年１１月１７日  

３   発   生   場   所   流山市流山４丁目４８３番地先  

４   相     手     方   東京都港区西新橋一丁目３番１号  

日立キャピタルオートリース株式会社  

５   解   決   方   法   和解による。  

６   和解成立年月日   平成３０年４月１０日  

７   和  解  の  要  旨   相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８   損  害  賠  償  額   ９３，０７７円  

 

 

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成３０年４月１７日  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事 件 名  健康福祉部介護支援課の職員が初石公民館での事

業終了後、公用車（市が賃借している自動車）

を右に転回したところ、直進車と接触したこと

による当該公用車の物損事故  

２  発 生 年 月 日   平成３０年１月１１日  

３  発 生 場 所   流山市市野谷４２５番７８地先路上  

４  相 手 方   千葉県千葉市中央区新町一丁目１７番  

           三菱オートリース株式会社千葉支店  

５  解 決 方 法   和解による。  

６  和解成立年月日   平成３０年４月１７日  

７  和 解 の 要 旨   相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額   ３９０，９２３円  

 

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成３０年４月２７日  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事 件 名   健康福祉部介護支援課の職員が初石公民館での

事業終了後、公用車を運転中、右に転回したと

ころ、直進車と接触したことによる物損事故  

２  発 生 年 月 日   平成３０年１月１１日   

３  発 生 場 所   流山市市野谷４２５番７８地先路上  

４  相 手 方   住所：埼玉県草加市柿木町１２１番地１  

    車両所有者：株式会社和幸流通サービス  

           車両運転者：〇〇  〇〇  

           運転者住所：東京都〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

５  解 決 方 法   和解による。  

６  和解成立年月日   平成３０年４月２７日  

７  和 解 の 要 旨   相手方の損害額３７６，３５８円のうち  

３３８，７２２円を市が負担する。  

市の損害額３９０，９２３円のうち  

３９，０９２円を相手方が負担する。  

双方の責任額を差し引き、その差額である  

２９９，６３０円を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額    ３３８，７２２円  

 

 

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

平成３０年５月７日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  流山市立西深井小学校の教諭が公務を終え帰校

し、公用車（市が賃借している自動車）を同校

内の所定の場所に駐車しようと後退させたとこ

ろ、車両後部右側のテールランプ付近を送水口

に接触させたことによる当該公用車の物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成３０年１月３０日  

３  発 生 場 所  流山市大字西深井６７番地の１  

           （流山市立西深井小学校敷地内）  

４  相 手 方  千葉県千葉市美浜区新港５７番地  

  株式会社トヨタレンタリース千葉  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  平成３０年５月７日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ４４，７６６円  

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

平成３０年５月１８日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事   件   名  市民生活部防災危機管理課の職員が公用車（市

が賃借している自動車）を訪問先の駐車場に駐

車しようとしたところ、駐車場内にあるコンク

リートブロックに車両前方が接触したことによ

る当該公用車の物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成３０年３月９日  

３  発 生 場 所  流山市東深井４９３番地の９６  

           （四季の杜自治会館駐車場）  

４  相 手 方  千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目６番地１  

           株式会社日産フィナンシャルサービス  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  平成３０年５月１８日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １１９，８２６円  
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